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１　主催者挨拶　

司会：　定刻になりました。これから、愛学労国庫
問題を考える集会を開きます。まず委員長挨拶
を。

１　主催者挨拶

　こんにちは。今日はせっかくの休日のところ、お
出でいただきありがとうございました。
　愛学労としては、組合員の皆さんはご存知のよう
に昨年末に国庫が外れたらどうするか、ということ
で話し合いをして、具体的には全県にはがき情宣を
しようということで、はがきを金券ショップで買い
込んで、文面を考えて、宛名シールを打ち出して、
という作戦まで立てて、いざとなったらこれで行く
ぞということになっていました。
　実はこの場はその話の続きでして、外れてしまっ
たときの総決起集会というか、今後のことをまとめ
て真剣に考えようという設定の場だったんです。
で、結局は外されなかったけれども去年の経過とい
うのが一体どうだったのか、またそこから何を押さ
えておいたらいいのか、それから来年の今ごろはど
うなっているのか、再来年はどうなのか、国庫が外
されなくてよかったねということだけでなく、そう
いうことも押さえておかなければならないというこ
とで、設定した場です。
　サラッと情宣でこういうことをやるよという呼び
かけをしているだけなので、組合員も全員は集まっ
てはいないので、そういう点では我々の気構えが足
らなかったという面があるのかもしれませんが、今

日の集会の内容を今年・来
年につなげていきたいとい
うことで、今日は勉強会中
心で、更にいろいろな質問
や討論の時間もとっている
ので、分からないことや疑
問なことがあれば、皆で付
き合わせながらすごしてい
きたい、と思っています。
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司会：　次に、情勢報告と提起ということですが、
先に愛学労の取り組みということで担当執行委
員から報告をお願いします。

２　愛学労の取り組み

　全国情勢については、この後、佐野さんから話を
されますので、私のほうからはこの間目立った神田
愛知県知事の発言や愛学労が取り組んできたことを
中心に報告をしていきます。

２－１　目立った神田愛知県知事の言動

　愛知県の神田知事は昨年度まではあまり目立った
動きはなかったんですが、今年度、隣の岐阜県の梶
原知事が全国知事会の会長になったということで、
それに対抗してということはないと思うんですが、
今回の三位一体の改革に絡んではいろいろな発言を
しています。
　まず、どういう動きがあったのかというと、6月
10日に県と県教委が｢国への施策並びに予算に関す
る提案・要望｣を提出しています。それで義務教育

平成 16 年度

国の施策並びに予算に関する提案・要望

平成 15 年 6 月　愛知県

26　学校教育の充実と教育改革の推進について

(文部科学省、総務省、財務省)

　本件は、限られた財源の中で、教育・分化・スポー

ツの積極的な推進に向け、極めて多岐にわたる教育的

課題に対処しつつ、教育を巡る課題に対処しつつ、教

育をめぐる幅広い意見を交換し、県民の多様な意見を

取り入れながら教育改革を進める｢教育新生｣に取り組

んでいる。

　なかでも、学校教育においては、児童生徒のいじめ・

不登校・問題行動などの未然防止や、早期発見、早期

解決のための相談体制の充実、基礎学力の向上ときめ

細やかな指導を目指した少人数による授業の実施など、

一人ひとりの児童生徒に教職員の目が行き届くよう、

より一層、教職員の配置を改善することが不可欠と

なっており、今日の厳しい財政状況の中で、所要の財

源確保に努めているところである。

　とりわけ、義務教育費国庫負担制度は、義務教育の機

会均等と教育水準の維持向上を保障するための根幹を

なすものであり、現在、国が進めているこの制度の見直

しは、地方財政運営に支障を生ずるだけでなく、義務教

育の円滑な推進にも重大な影響を及ぼすことが懸念さ

れる。

　さらに、公教育の一翼を担っている私立学校は、新し

い時代に対応する特色ある教育を目指して、学校教育

の発展に大きな役割を果たしているところであるが、

近年の長期的な生徒減少期の中で、私学経営の悪化、保

護者の経済的負担の公私間格差や教育設備の高機能化

など多くの問題や課題を抱え、特に、地震防災対策とし

て教育設備の耐震化の促進は急務となっており、私学

助成の一層の充実が求められている。

　ついては、次の点について格段の配慮をされたい。

(1)　義務教育費国庫負担金の一般財源化の検討におい

ては、税源移譲等による税財源措置も含めた、所要

の財源の確保についても併せて検討されるよう強く

要望する。

費国庫負担金に関する事項ですが、昨年度までは県
教委要望という扱いだったんですが、今年度につい
ては知事部局扱いということで、県教委に言わせる
と｢格上げ｣になったという言い方をしていますが、
知事部局扱いになって出されています。それで、そ
の内容ですが、その要望書を読んでみますと、一般
財源化を容認するとも受け取れる内容になっていま
した。愛学労は県教委に要望の真意を確認しまし
て、県教委は「県も県教委も国庫負担制度堅持の姿
勢であるが、国が削減・一般財源化を検討している
状況であり、一般財源化するならば財源措置をして
もらわなければ困るということである」という回答
をしています。この時は、そうなのかなと思ったの
ですが、９月以降の神田知事の言動を見てみると、
このときの要望事項が9月以降の言動の布石だった
のかなと思います。
　次に9月22日の県議会の答弁ですが、これは新聞
にも載ったのでご存知だと思いますし、組合内部で
は資料配布をしました。「国から県に対する国庫補
助負担金のうち251件、総額でいうと2,500億円は
廃止して税源移譲するべき」と県議会で答弁してい
ます。愛学労は速やかに県教委に問い合わせ、この
251件の中に義務教育費国庫負担金も含まれている

　２　愛学労の取り組み　
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ことを確認しました。
このことについて、県
教委は交渉席上、「国
庫負担制度堅持の立場
だが、知事の考えに反
対することは難しい」
との見解を示しまし
た。このことを考える
と、国庫負担問題にお
ける県教委の対応能力
の低下が明らかになっ
たと思います。
　それで11月に入って、10日に神田知事は国庫補
助負担金の税源移譲優先リストというのを発表しま
した。これはまず何を税源移譲すべきかというリス
トなんですが、第１の優先グループの中に義務教育
費国庫負担金も入っていました。それで知事は翌日
の11 日には総務省のほうへ出向いて麻生総務相に
直接提出して、なおかつ他の都道府県の知事にもこ
のリストを送っています。
　それで年が明けた1月5日、1週間前ですが、年
頭記者会見で「総額裁量制を活用して少人数学級を
導入したい」という意向を明らかにしました。義務

平成16年度 国の施策並びに予算に関する提案・要望

平成 15 年 6 月　愛知県教育委員会

教職員定数改善計画の着実な実施及び次期教

職員定数改善計画の早期策定について

(初等中等教育局)

　いわゆる標準法に定める教職員定数は、公立義務教

育諸学校にあっては第7次、公立高等学校にあっては

第6次の改善計画が進行中であるが、基礎・基本の定

着、児童生徒一人ひとりに目が行き届くきめ細やかな

指導の充実を図るとともに多様な高等学校教育の展開

に対応するため、第7次公立義務教育諸学校教職員定

数改善計画及び第6次公立高等学校教職員定数改善計

画の平成17年度完結に向け、着実に実施されるよう

要望する。

　また、児童生徒の基礎学力向上、いじめ・不登校及

び問題行動等への対応などの観点からも、きめ細やか

な指導がいっそう可能となる学級編成基準の引き下げ

が急務であり、学級編成基準の引き下げを含む次期教

職員定数改善計画を早期に策定されるよう要望する。

教育費国庫負担制度の「総額裁量制」を活用して今
春の2004年度から小学校1年生を対象に少人数学級
を導入するということで、県教委に対して検討する
ように指示を出しています。愛学労は県教委に対し
てその内容について確認をしました。「文科省から
具体的な話が無く、検討するにしてもどういう風に
するのか困っている」と。ただ、愛学労からの確認
に対して「学校事務職員の定数を削減することは今
のところ考えていない。あくまでも標準定数法の職
種の枠内で定数配置を考えていく」ということを一
応答えていました。
　･･･といったように、神田知事はこのところずっ
とこんな風で、国庫負担金に関するいろんな言動を
してきていて、目立っているなぁというのが県内で
の特徴だと思います。

　２　愛学労の取り組み　
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２－２　愛学労の取り組み

　愛学労の取り組みですが、これは例年と同じよう
に取り組んできたところです。
　まず、機関紙による情宣活動がありました。また
県の事務研の大会の折にもビラまきを行ってきまし
た。
　また、県教委交渉・折衝を通じてこの間の動きに
あわせた折衝･交渉を継続して行ってきました。
　それから、県の地方６団体への要請ですが、市長
会・町村会・市議会議長会・町村議会議長会・都市
教育長協議会・町村教育長協議会の６団体へ６月に
要請行動を行いました。あわせて県議会・県内88市
町村議会にも陳情を行ってきました。愛学労として
はできるだけ早い時期に、情勢が緊迫しているとい
うことで6月議会を目指して行ったのですが、県議
会も含めた多くの議会で愛教組・愛事組の陳情提出
に併せて9月議会に先送りされました。審議でも同
じ内容と判断され、多くの場合は「みなし採択」と
いう扱いにされてしまいました。国に出された意見
書も、愛学労の陳情は「国庫負担制度の維持と事務
職員の必置規制見直しに反対」ということで意見書
を出してくれという内容だったのですが、「学級規
模の縮小」を含めた愛教組・愛事組の陳情趣旨に添
う内容が大半でした。
　次に全学労連の取り組みに関して愛学労がどう取
り組んできたのかということですが、国会請願の紹
介議員にということで地元の議員、参議院の大脇雅
子議員にお会いして今までどおり引き受けていただ
けることになりました。
　それから、国会請願の署名活動ですが、昨年度を
上回る人数分を集約することができました。特に、
組合外からも例年に増して多くの署名が寄せられ、
非常に心強く思いました。署名の集約数は、710名
分（全学労連本体では14,743名分を集約）で1月19
日招集の通常国会で審議予定になっています。
　全学労連の緊急行動にも、6月13日の緊急集会、
12月12日の全国総決起集会にできる限りの組合員
参加ということで対応してきました。あと、首相に
対する要請ハガキ集中行動（6月）や総務相に対す
る抗議打電行動（12月）もやってきました。

　愛学労という小さな組合なんですが、可能な限り
の取り組みはできたのではないかなと思っていま
す。

　時間があるので、年が明けてからの動きについて
少し報告します。
　1月4日付の朝日新聞、それから5日付の中日新
聞(夕刊)をつけておきましたが、これは先ほど話し
た知事の年頭記者会見に関する部分です。総額裁量
制を活用して少人数学級を導入したいというところ
なんですが、まず、中日の記事を見てください。最
初に私が目にしたのはこの記事ですが、「国の規制
緩和を利用し、教職員の人件費の総額を増やさず
に」、これが総額裁量制ですね、それから一番最後
のくだりですが｢都道府県はそれぞれの考えで教職
員一人当たりの給与を押さえて人数を増やすことが
できる｣、この一人当たりの給与を押さえてという
ところがどういうことなのかなと思ったんですけ
ど、これは正規を非常勤に置き換えてということな
のだろうと予測も立ちました。
　ところが、その前日に朝日の方がかなり詳しく出
していました。それを読むと現在行われている少人
数指導を少人数学級に切り替えるという内容になっ
ています。これを読む限り事務職員の定数には特に
影響はないだろうと思えたのですが、念のために県
教委に先ほど述べたように確認を取りました。
　今のところ県教委のほうは学校事務職員の定数に
ついては手を触れないという確認をとっています
が、今後どんな動きがあるのかわからないので、こ
のことについては今後も県教委に対して常に確認を
取りながら追及していきたいと考えています。特
に、この問題については、万一国庫負担が外されて
一般財源化された場合も、秋の交渉では県立学校方
式、一般財源化されても定数法に則った配置はして
いくという回答は得ていますが、何時県教委も心変
わりというか方針を翻すか分からないので、今後と
もこのことについては常に確認を取りながら追及し
ていきたいと愛学労としては考えています。
　簡単ですが以上です。

　２　愛学労の取り組み　
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司会：　ありがとうございました。今、愛学労の取
り組みということで話をしていただきましたが、
続いて、全学労連事務局の佐野さんから。佐野
さんは昨年の緊迫した国庫情勢の最前線にいた
方で、生々しい話も聞けるのではないかと思い
ます。それではよろしくお願いします。

３　国庫負担はずし攻撃と全学

労連の取り組みについて
　　　　全学労連学校行革対策部　佐野均

　全学労連の佐野です。職場は埼玉県の朝霞市で
す。
私の全学労連事務局の中での役割分担は、学校行革
対策部といって、どちらかといえば共同実施とか、
教育改革とかの関係の担当で、国庫負担問題の担当
というのは実は別の人がいるのですが、いつのまに
か複数でやるようになってしまいました。
この間の国庫負担問題の特徴ですが、1984年に当時
の大蔵省(今の財務省)が、85年度予算から歳出削減
のため教壇に立たない人間は外すぞと言い出したの
がこの問題のそもそもの始まりですが、その局面か
ら大きく変わって、単に財政問題でなくって、教育
改革の問題、学校事務職員制度、学校職員制度をめ
ぐる問題に大きく転換してきた。もっと言えば、い
ま小泉政権が進めている構造改革、この国の形をど
う変えていくのかという話にまで関連してきて、そ
ういう大きなレベルの話から発するようになったと
いうことで、問題が重なってきて、元々担当でない
者も義務教育費国庫負担制度の問題をあわせてやる
ということになってしまっているんです。
もう一人は、神奈川の池上さんという人がいるんだ
けど、その人が正式には国庫負担の担当なんです
が、このところの全国代表者会議の文書を書くので
も双方の協議により国庫の方針を書くようになって
しまっているんで、私も国庫負担問題の担当といえ
ば担当で、そうでないといえばそうでないような立
場です。
　今日、話す内容は一応レジュメを作ってきまし

た。「国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組みに
ついて」というやつですが、年末の全国総決起集会
のときに話した中味を翌日の臨時全国代表者会議で
改めて資料を基に話しました。そのときの資料が今
日配られている「三位一体改革について」と表題の
ある一連の資料です。それから、喋った内容を文書
化したものが「義務教育費国庫負担制度の行方につ
いて」と題するものです。それプラス正月明けに予
算の政府原案が明らかになっていますので、それを
プラスして今後動きがどうなるのかということを話
していきたいと思います。既に聞いたことがある内
容があるかもしれませんが、新しい内容も織り交ぜ
ていきますのでご容赦を。

３－１　まずはこれまでのおさらいから

　最初に国庫負担問題の局面がずいぶん変わったと
言いましたが、それはどういうことかということ
で、これまでのおさらいをしてみたいと思います。
義務教育費国庫負担制度とはそもそも何だったのか
ということを改めて確認したうえで、次の話に移っ
ていきたいと思います。
　義務教育費国庫負担制度は戦後の義務教育に対す
る財政上の保証として基盤を作ってきた、それに基
づいて定数法なり、県費による給与負担制度ができ
てきた一番根っこになる部分だったわけです。
　レジュメには「二面性」と書きましたが、一つに
は国の責任として地方に義務教育として財源の保障
をするということ、そしてそれは同時に、文科省(旧
文部省)による地方の教育支配の手段でもあったと
いうことです。
　例えば、自治労系の人たちは文科省による地方支
配という一面を重視して、一般財源化を教職員も含
めて全部やるのなら地方の自由度が増して地方分権
のためになって良いんじゃないかということを言う
人もいます。ところが、私たち学校事務職員にとっ
てどうなのかというと、少数職種ですから大多数の

○　義務教育費国庫負担制度の二面性
国の責任としての財源補償　⇔　文科省に
よる地方支配

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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教員の中に混ぜられてしまわないで、少数の職種で
もきちんと財源保障されることによって定数が確保
されていくという、言ってみれば我々の労働条件な
り、定数、職を守る機能も果たしていたということ
をあまり過小評価しない方が良いんじゃないかなと
私は思います。だから、余計に定数標準法と国庫負
担法との関係というのは重要な要素になってくるの
です。まして事務職員だけを国庫負担から外すとい
うことについては、我々、少数職種に対する影響と
いうものは相当大きなものになります。だからこ
そ、全国の事務職員が、全事研なんかも含めてです
が、相当な危機感をもって運動をやったというわけ
ですが、そういう構造が背景にあったのではないか
と思います。

　1984年に、1985年度予算から大蔵省が国庫負担
はずし、事務・栄養のように教壇に立たないものに
まで国庫負担をする必要はないだろうということで
一般財源化する動きをしました。それに対して、地
方は、当該の事務・栄養職員は当然のこととして、
地方自治体、地方六団体等は一斉に反発をしまし
た。それから文部省(現文科省)は自分のところの省
益が削られることになるのですから当然反発する、
自民党の文教族も反対する、野党はもちろん反対と
いうことで、大蔵省は地方や中央の文教族から包囲
される形で、結局、以後約20年間ずっとそれが止め
られてきたという経過があります。
　「資料1-1」を見てください。「義務教育費国庫負
担制度の概要」、これは文科省が作成した資料なん
ですが、よくまとまっているので載せました。義務
教育費国庫負担制度の歴史が概観できます。その次
の「資料1-2」も年表的にまとまっています。資料
1-1の国庫負担の経緯を見ますと、一目見て山型に
なっています。それが1985 年から下がり始めてい
ますが、今言いました財務省(旧大蔵省)が国庫負担
はずし策動を始めた年です。その最初の年に旅費と

教材費が削られて、だんだん以後少しずつ少しずつ
削られていって今の状態になるわけですね。それ
で、来年度からは一番右の部分、給与・諸手当しか
残っていません。上の児童手当、退職手当も削られ
ることが決められてしまいました。
　もともと事務職員というのは、戦後、1953年から
国庫負担の対象になっています。国庫負担制度は戦
前にできた制度なんですが、戦後しばらくの間はま
るっきり一般財源のなかで義務教育費国庫負担金と
いうのはなかったわけです。ところが、やっぱり財
政的に地方が大変逼迫して酷い状態になってしまっ
たので国庫負担制度を新たに制定するしかなかった
という風に聞いています。私はそのころいなかった
ので分からないのですが。それがだんだん肥大化し
ていって、1985年を境に今度は縮小するという歴史
をたどっているわけです。
　国庫負担は、当然財源を保障していくという制度
でしたから、財源補償もなしに削るというだけの話
を大蔵省がしたことに対して、負担転嫁であると地
方は大反発をした。それで全学労連はこの時に「こ
れは大変だ」ということで、地方から中央(大蔵省)
を包囲しようという戦略を立てて、各地方議会やら
地方の教育委員会、それから地方団体当に働きかけ
て、要請書を出してもらう、それから自分たちも要
請をするということで、それが20 年間功を奏して
きたという歴史があります。

 　「定数法と義務教育費国庫負担制度との関係が逆
転した」ということですが、私たちは15年以上国庫
負担はずし阻止のたたかいをやってきましたが、そ
れとは別に社会的には、だんだん教育改革の話が持
ち上がってきました。その教育改革の話の中で地方
分権という話も出てきました。
　中教審が、中教審に関連してちょっと横道に入り

○　1984年財務省(大蔵省)による国庫負担はずし
策動

事務・栄養の一般財源化　←　負担転嫁へ
の地方の反発

○　定数法と義務教育費国庫負担制度との関係逆
転
1998年9月中教審答申

「今後の地方教育行政のあり方について」
財源保障に基づく定数確保　→　国庫負担
金の算定基準

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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１．概 要

義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法に基づき，公立義務
教育諸学校の教職員の給与費等について，都道府県が負担した経費の２分の１
を国が負担。
これにより，全国すべての学校に必要な教職員を確保し，都道府県間におけ
る教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし，教育の機会均等と教育水準
の維持向上が図られている。
(1) 国庫負担対象経費 給料・諸手当，退職手当，など

校長，教頭，教諭等，養護教諭等，事務職員，学校栄養職員)(2) 国庫負担対象人員 約７０万人(
(3) 平成16年度概算要求額 ２兆８，２１１億円

２．国庫負担の経緯

（最近の制度の見直し）

国と地方の役割分担，費用負担の在り方等の観点から，義務教育費国庫負担
制度の根幹は堅持しつつ，これまで次のような見直しを実施。

昭和６０年度…………旅費，教材費の一般財源化
平成 元 年度…………恩給費の一般財源化
平成 ５ 年度…………共済費追加費用等の一般財源化
平成１５年度…………共済費長期給付等の一般財源化
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４．義務教育費国庫負担制度の沿革 【資料１－２】

年度 摘 要 給与負担 任命権者

大正７年
市町村義務教育費国庫負担法
・市町村財政の負担軽減と教育の改善とを目的として教
員の俸給の一部を国が負担。

市町村、国 国の機関とし
ての知事

昭和15年

義務教育費国庫負担法
市町村立小学校教員俸給及び旅費の負担に関する件（勅
令）
・市町村財政力の不均衡拡大を背景に、定額負担制から
実支出額の1/2国庫負担制へ。
・給与負担を市町村負担から道府県負担へ。

道府県、国 知事

昭和23年度

教育公務員特例法制定

都道府県、
国

市町村又はそ
の教育委員会

市町村立学校職員給与負担法
・給与費等の都道府県負担を制定。

義務教育費国庫負担法の改正
・教員の給与費全て国庫負担の対象に。

昭和24年度
義務教育費国庫負担法の改正
・都道府県の給与水準に大きな格差が出たこと等を背景
に、実支出額の1/2国庫負担制から定員定額制へ。

〃 〃

昭和25年度
義務教育費国庫負担制度の廃止
・地方財政平衡交付金制度が創設され、これに吸収（昭
和24年シャープ勧告）。

都道府県 〃

昭和28年度

義務教育国庫負担法
・義務教育無償の原則に則り、「国民のすべてに対しそ
の妥当な規模と内容とを保障する」ため、教職員の給与
費等の実支出額の1/2国庫負担（地方交付税不交付団体に
ついては定員定額制、交付団体は実員実額制）。

都道府県、
国

市町村教育委
員会

昭和32年度 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 〃
都道府県、政
令指定都市教
育委員会

昭和39年度
限度政令の改正
・地方交付税交付団体につき、従来の実員実額制から定
員実額制へ。

〃 〃

昭和49年度 義務教育費国庫負担法の改正
・学校栄養職員を国庫負担の対象へ。 〃 〃

昭和50年度 限度政令の改正
・地方交付税交付団体につき、給与水準限度を設定。 〃 〃

平成６年度

限度政令の改正
・富裕団体調整措置の対象を、地方交付税の不交付団体
から財政力指数（当該年度3か年平均）が1を超える団体
に変更。

〃 〃

平成13年度

市町村立学校職員給与負担法及び義務教育費国庫負担法
の改正
・新再任用教職員及び非常勤講師を標準定数の範囲で国
庫負担対象化。

〃 〃

平成15年度
義務教育費国庫負担法等の改正
・共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金の一般財
源化。

〃 〃

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　



10

ますが、この当時は中教審があって、教育課程審議
会とか、文科省関係で審議会がいっぱいあったんで
す。今、中教審というのはいろんな審議をやってま
すけど、教育基本法の改悪とかそういう話も含めて
やってます。だから、今ある中央教育審議会という
のはこの当時の中央教育審議会ではなくて、他の審
議会全部をひっくるめた文部政策全部を取り扱うよ
うな非常に権限の強い審議会になっています。です
から今の中教審とこの当時の中教審とは違うんだと
いうことを何かのついでですから覚えておいてくだ
さい。
　それで、その中教審が「今後の地方教育行財政の
あり方について」という答申を作りました。私は、
これによって義務教育費国庫負担法と定数法の関係
が逆転したと考えています。どういう風に逆転した
かというと、それまでは国庫負担法で財源を保障し
て、給与負担法で県費負担教職員制度が定められて
いました。それがあって、県が定数を確保する、定
数を確保する保障として国庫負担制度があると。だ
から財源保障があるから定数が確保できるんだよと
いうのが今までのやり方でした。
　ところが、この中教審の答申によって、今度は国
庫負担する算定基準として定数標準法を位置付けま
しょうということを言い出しちゃいました。実際の
定数と定数標準法は違ってもいいということです。
言ったもんだから、だんだんそういうようになって
いって、ついに来年度予算に関する決着で出た総額
裁量制にまでついに行き着いてしまうのです。
　どういうことかというと、文科省による地方支配
の側面がここで批判されたんだろうと思うのです
が、文科省の言いなりでなくて、やっぱり地方が自
由に教職員に対する配置をやりたいねとか、そうい
う圧力があったんだろうと思います。そのことに
よって、文科省は自分のところで何とか、国庫負担
金という自分の省で扱えるお金ですから、その枠を
何とか確保したい、しかも、少子化で普通にやって
いたら教職員定数がどんどん減っていってしまう、
減るってことは国庫負担金もどんどん減っていって
しまう、減るのは困る、無理やり定数計画というも
のを作って、定数の減らない定数計画を作ってきた
んです。そうやって自分のところの省益を守るため

にやってきたのですけれども、地方で自由にやらせ
ろ、地方分権を推進しろといういろんなところの圧
力によって、国庫負担金を守る代わりに定数法をそ
の算定基準にして、実際はともかく、定数標準法が
ちゃんとしていれば国庫負担金がそのまま残ると、
そういう構造に文科省自身が逆転させちゃいまし
た。

　更にそこから進んで、新自由主義路線による「構
造改革」ということで、歳出削減とか、規制緩和と
か、地方分権という諸々の圧力がありました。
　まず、義務教育費国庫負担金というのは国の補助
負担金の中の2兆8,000億円、これは昨年のベース
ですが、最大の補助負担金なわけです。それ以外の
補助負担金の中で一番大きいやつでも児童保護費等
負担金、これは社会保障関係のものですが、これが
3,611億円です。だから、2兆8,000億というのが如
何にでかいものであるかということは想像できるか
と思いますが、それを何とか減らすという圧力が出
てきます。それだけじゃないですが、それが一番の
ターゲットにされているということです。
　それから規制緩和で、何でもかんでも国が定数法
みたいなもので縛るのは良くないんじゃないか、
もっと規制緩和しようよ、と。それから規制緩和特

○　新自由主義路線による「構造改革」
歳出削減・規制緩和・地方分権
三位一体の改革(補助負担金削減・税源移譲・地
方交付税改革)
→　地方を巻き込んだ省庁間の争い「三位一体
の蹴鞠遊び」

進軍ラッパを吹きまくる"カイカクオタク
"の小泉総理
国庫負担金(地方教育の統制手段・省益)を
守りたい文科省
財源確保のため地方に税源移譲したくない
財務省
補助金・負担金削減に伴う交付税配分と税
源移譲で権限強化したい総務省
任を押し付けられて戸惑う大多数の地方と
一部の意欲的な自治体

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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区というのができて、その中で教育を民間にやらせ
てしまうとか、教育委員会制度を無くすとか、いろ
んな地方の、新聞をよく賑わす地方の首長さんたち
がいろんなことを言い出していますね。
　それから地方分権というのは、地方に権限を与え
るんだ、地方で何でも決められるようにする。その
ためには税源移譲するんだ、地方交付税改革をする
んだという、いわゆる三位一体の改革というのが出
てくるわけです。
　その三位一体改革の中で、義務教育費国庫負担金
というのは制度全体を無くして、全額一般財源化を
2006年度までに決着つけるんだという話に今なって
います。で、地方と省庁間で激烈なバトルがそのた
めに繰り広げられるわけです。
　全学労連的に言うと、それを三位一体の蹴鞠遊び
と茶化して言っています。どういうことかという
と、それぞれが自分ところの省益を守るために自分
のところに有利なように事を運ぼうとしているとい
うことです。レジュメに5項目ほど書いておきまし
た。
　進軍ラッパを吹きまくる"カイカクオタク"の小
泉総理がいる。
　国庫負担金、地方教育の統制手段であり省益でも
ある国庫負担を守りたい文科省。
　財源確保のために、国の財政が大赤字であるのに
この上、地方に税源移譲したらどうするんだという
財務省。
　総務省は、補助負担金削減に伴う交付税配分、補
助金がなくなれば交付税として配分できるんじゃな
いか、各省庁の権限が縮小して、自分のところで扱
う交付税が膨らむぞという色気を持っている。それ
から税源移譲、税源を持っている財務省がこれまで
一番強い省庁でしたが、地方分権の流れに乗って税
源を地方に渡すよう圧力をかけることで地方に対す
る支配力を強化できる。それが総務省。昔は自治省
と言ってましたが、総務庁というやつと郵政省とい
うやつと自治省が一緒くたになって総務省になりま
した。これ、ものすごい権限で、地方公務員、国家
公務員の上に君臨しているわけです。昔は総務庁が
国家公務員、自治省が地方公務員を所管していまし
たが、一緒になってしまったのです。で、各都道府

県の公安委員会も国家公安委員会も全部一緒です。
さらに郵政という世界最大の金融機関ですね、郵便
通信を牛耳っている、まぁ、それを民営化するとい
う話もあるんですが、とにかく相当な権限をすでに
総務省は持ち始めているし、この先もっと持とうと
している。これは内務省の復活ではないかと思うの
ですが、それ位強い権力です。だから総務省がこの
三位一体改革の中で一番元気なんです。イケイケで
バンバンやっています。
　それから、責任を押し付けられて戸惑う大多数の
地方と一部の意欲的な自治体、と。
　そういうものが入り乱れて、学校事務職員という
単なる一少数職種が翻弄されているのです。嬉しい
ような、悲しいような・・・。学校事務職員という
名前は全国的に有名になってしまいましたね。

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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３－２　2004年度予算編成作業の経過について

　予算編成作業の経過を若干お話します。今年の4
月からの予算の中で、かなり義務教育費国庫負担金
というのが問題になりました。補助金削減とか、三
位一体改革全体が問題になっていたんですが、その
中でやはり義務教育費国庫負担制度が問題になって
います。

　で、一昨年の12月18日に、今年度予算を編成す
るにあたって三大臣合意というのがありました。そ
の中味は、「義務教育費国庫負担制度の行方につい
て」という資料の中の最初の項に���とまとめて
います。�2004 年度に義務教育費国庫負担制度の
改革(例えば定額化・交付金化)のための具体的措置
を講ずるべく所用の検討を進める、�2006 年度末
までに義務教育費国庫負担金全額の一般財源化につ
いて所用の検討を行う、�退職手当・児童手当の取
り扱いについては関係省庁間における継続検討課題
とし、2004年度予算編成までに結論を得る、と。こ
れをもとに来年度予算編成での駆け引きが展開さ
れ、ご存知のとおり結論を得たわけです。

　その結論を得るまでにどういう経過があったかと
言うことを若干おさらいをしますと、6月27日には
レジュメに出ている「骨太の方針第3弾」で三大臣
合意と同じ内容が確認されています。単なる省庁の
大臣の確認ではなくて、これは政府の閣議決定にな
るのですから、一ランクこの時点で上がったという
ことです。それが政府の予算案を作る場合のお墨付
きを与えると言うことです。単なる追認ではないわ
けです。

　それから8月に文科省が総額裁量制という、文科
省も自分のところから政策というか、布石を打って
おかないと義務教育費国庫負担金を軒並み総務省に
盗られてしまうという、相当危機感を持っていたよ
うです。もともと文科省というのは極めて中央集権
的な志向の強い役所で、日の丸・君が代の例を見れ
ば分かるように相当中央集権的です。処分もバンバ
ン各県に出させようとしています。広島なんか酷い
ものですね。しかし、そういうところにも関わらず
やはり地方分権圧力によって、義務教育費国庫負担
金だけはなんとは維持したいのだけれども、今のま
までは駄目だからこれだけは変えますよ、地方が自
由にできますよというポーズだけはとっていかなけ
ればならないということで、不本意ながら改革をや
らざるを得なくなっていくという状態だろうと思い
ます。

　来年度補助負担金1兆円削減方針があって、11月
に小泉総理がいきなり経済財政諮問会議で1 兆円
だ！と言ったんですね。全部で4兆円削減するとい
う話があって、その4兆円のうち今年は1兆円だと、
単純なんですね。何と何があってという積上げ方式
ではなくて、まず1 兆円という数字がボンと出る。
その前に4兆円がボンと出る。逆に、それに数字を
あわせていかなければならない。一つひとつ数字を
積上げていくのではなく、小泉らしいと言えばそう
なのですが、そういうやり方をしているのです。そ
して文科省へそのうちの2,500億円が割り当てられ
たのです。文科省のほか厚生労働省・国土交通省・
農林水産省、そういうところが補助負担金配分の主
な省庁なんですけど、文科省は2,500億だというこ
とになりました。これは単純に4分の1ということ
ではなくて、偶然の数字のようです。そして退職手
当・児童手当で2,300億円削減で、プラス施設整備

02.12.18 「三大臣合意」

03.06.27 「骨太の方針第3弾」三大臣合意の追認

03.08 「総額裁量制」を文科省が方針化

03.09 来年度補助負担金1兆円削減方針　文科省
への割当て2,500億円

退職手当・児童手当の2,300億円削減の流
れ

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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の補助金とか、別に義務教育費国庫負担金だけが文
科省の補助金ではないので、数字合わせとしてはい
ろいろあるのですが、とりあえず三大臣合意でメ
ニューとして出ていた退職手当・児童手当について
の削減という流れがだんだん固まってきます。

　ところが、総務省はこの三大臣合意の時点からそ
れに反対していました。その理由は今後退職者がど
んどん増えていく、それを今の時点で削られても退
職者に退職金を払わないわけにはいかないのだか
ら、今後増えていくものを今の時点で削られたって
困るぞと、そんなものを削るのは絶対反対だという
のが総務省の言い分です。
　しかし、総務省は義務教育費国庫負担金全額を一
般財源化しろとも言っているのです。この間にはす
ごい矛盾があります。全額一般財源化しろといって
おきながら、退職手当はいやだといっている、これ
はおかしいですよね。それについて聞いたら、退職
手当だけでお茶を濁されてはたまらないというのが
答えなんだそうです。
　そこから読み取れるのは、総務省自身も、出来る
だけ自分に有利なものから削らせていこうという、
その辺の本音が見え隠れするかなという気がしま
す。全額一般財源化というのは、義務教育費国庫負
担金全部で2兆8,000億と先程言いましたが、国庫
補助負担金全体で4兆円が削減目標でしたね。かな
りでかい部分を占めるのだから、全額をやれば相当
他の省庁が助かるというのは確かにあるのですけれ
ど、総務省もひょっとしたらできないかもしれない
と実は思っているのかな・・・。よく分かりません
けども、とにかく総務省は退職手当・児童手当の削
減に絶対反対している。
　それで対抗上、どういうのを出したかというと、
加配教職員分1,900億円と事務職員分1,200億円を
削減しろという案をいきなり出してきます。総務省
へ行ったときに全学労連の菅原議長が奇しくも言っ
たのですが「取って付けたような数字で、何でこん

な数字を出したのか」と総務省に聞いていました。
はっきりとした答えは返ってきませんでしたが、ま
さに取って付けたような数字だと思います。
　資料でいうと、「義務教育費国庫負担制度の改革に
ついて(11月21日付総務大臣　麻生太郎)」で「負担
対象を学級編成の基本にかかる部分、教員にかかる
部分に限定」としています。最初、これを読んだと
きにピンとこなかったのですが、どういうことなの
かなと1分くらい考えて、なるほどこれはえらいこ
とだと思いました。「学級編成の基本にかかる部分」
というのは要するに40人学級による定数部分に限る
ということです。現在の定数計画は加配方式で行わ
れていますが、その加配部分を切るということです。
そして「教員に関わる部分に限定」ということは教
員以外を切るということです。案の定、28日にはそ
の内容が一覧表で露骨に出てくるわけです。
　それを私がたまたま気づいたのが28 日の前の日、
27日でした。この21日の方の資料を見て「どういう
ことですか」と総務省に聞いたら、やっぱり予想通

03.11.21 総務省の削減案　加配教職員分1,900
億・事務職員分1,200億を削減

三省にらみ合いのままこう着状態

義務教育費国庫負担制度の改革について

平成１５年１１月２１日

総務大臣麻生太郎

○ 義務教育費国庫負担制度については国は大枠を定め

具体の取り組みは最大限地方に任せる」という考え方

で改革

　⇒全額の税源移譲によって、一般財源化を図るべき

○ 義務教育費国庫負担制度については、全国知事会等、

地方団体側からも「税源移譲のうえ一般財源化」する

よう提言

○ 当面１６年度の国庫負担金の改革に当たっては、こ

のような考え方に沿って、

　①地方の自由度を最大限高める

②自由度の拡大に見合って負担対象の範囲を見直す

という方向で改革を実施すべき

○具体的には、

(1)標準法により認められるクラス編制の幅の拡大

(2)負担対象を

・学級編制の基本に係る部分

・教員に係る部分

に限定

○ なお、地方の自由度の拡大につながらない退職手当

等の一般財源化は反対

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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りの答えでした。その翌日に経済財政諮問会議で28
日の資料が出されたり、また朝日新聞にその内容が
載りました。それから全国的に大騒ぎになったわけ
です。「取って付けたような話」ということでいう
と、11月21日の経済財政諮問会議議事要旨という
のがあります。その７頁に麻生議員の発言がありま
す。「今の話で額をどうしても合わされるのだった
ら、加配職員の1,900 億円とか、一般事務職員で
1,200億円、1,300億円、それで結構な額になるの
では？」と。「今の話で」というのはどういうこと
かというと、総額裁量制がどうのこうのというくだ
りがあるわけです。本間議員という民間議員が総額
裁量制を評価する発言をその前にちょっとしている
わけですね。先程言ったように、総務省が反対して

いる退職手当・児童手当2,300億円削減の流れがこ
こで決まってしまいそうだったところで、多分隠し
玉で持っていたのでしょう、ポンと出しました。「ど
うしても額を合わせるのだったら、こういうのもあ
るぜ」こういう言い方です。取って付けたような言
い方ですね。これでなければならないとは言ってい
ないんです。
　ところが、対抗上出されたにも関わらず、これで
三省が膠着状態、大臣レベルで最初から膠着状態に
なったんです。通常でしたら、各省に担当がいます
から、文教関係担当がゴチャゴチャゴチャとやっ
て、そこでちょっと膠着状態になるときに上の人が
出てきて、マァマァマァと話をつけて、それでおさ
まるのがいつものやり方だそうです。今年は何故一

平成 15 年第 24回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（開催要領）

1．開催日時: 2003 年 11 月 21 日(金) 17:04 ～ 18:55

2．場所: 官邸４階大会議室

3．出席議員 (略)

（議事次第）

1．開会

2．議事

(1) 集中審議②

(2) 予算編成の基本方針（事項案）等について

3．閉会

（説明資料） (略)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(中略)

（本間議員） 私、文部科学省が今年は随分積極的な御提案をし

ていただいているという点では非常に高く評価をしている。

例えば、コミュニティスクールについても、これは単に学校

という限定された世界だけではなく、地域との関係が非常に

重要なポイントで、地域の再生にも積極的にアイディアを生

かしていくことは非常に大事だと思う。これは積極的に推進

していただきたいと思う。

次に文部科学省からすれば、総額裁量制というのは、恐らく

清水の舞台から飛び下りたような決断だったと見ている。し

かし、先ほどからお話が出るとおり、もう一段地方に任せて

みても、成熟化した日本の社会の中では私は十分こなし得る

のではないかという具合に考えている。標準法並びに人確法

も含めてより柔軟な制度設計をして頂いて、交付金化を行う。

あるいは３年間で一般財源化を検討するという３大臣合意が

あるが、これを前倒しして改革を実現していく取組みもぜひ

進めていただきたいと思う。

それから最後に、来年度予算の問題であるが、先ほど2,300

億円の退職手当をどのように扱っていくかという問題が出た。

これは総務大臣の問題提起も非常に重要だろうと思うが、３

年間できちんと税源移譲もしていくということが前提の来年

度2,300 億円がでないと、総理の御指示をきちんと受ける

ことはなかなか難しいのではないかと考えているので、ぜひ

この点についても積極的に推進していただきたい。

（麻生議員） 今の話で額をどうしても合わされるのだったら、

加配職員の 1,900 億円とか、一般事務職員で 1,200億円、

1,300億円、それで結構な額になるのでは？ 今の値段で言

うと、これは地方の反発をやたらくうだけで同じ額だったら

ばかばかしいと、つまらぬことまで知っているので、すみま

せん、僕はそんな感じがする。

（河村臨時議員） 今、麻生大臣からあった学校事務職員。これ

は学校運営としては一体のものとしてやっているわけで、今

度学校栄養職員は学校栄養教諭にして食の教育をしっかり

やっていただくという段階。これは教員と一体のものでやる

ということで、これまで学校の運営をうまく図ってきた経緯

があり、これを切り離すことになると、それは国民から見た

らどっちから金が出る、それは関係ないが、学校運営してい

く上で非常に差別化という言葉はいけないかもしれないが、

学校だからどうしても教諭を中心に動いているが、事務職

員・栄養職員の給与が国からきちんと保証されていることに

よって一体感が生まれるという点もある。国から出るか、ど

こから出るかというのは国民から見たら本当は関係ないが、

例えば、校長が民間から行く、いろいろ意見を聞くと、もっ

と自由に経営方針をやろうとして最後に詰めていくと、一部

の教員が「校長から給料をもらっているんじゃないんだ」、こ

ういう話になる。そういうこともあり、これは一体のものだ

ということでこれまで取り組んできているので、そのことは

我々としては全く考えていない。 (後略)

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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【１ 国庫補助負担金の改革】
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◆ 義務教育費国庫負担制度については 「国庫補助負担金等整理合理化方針」、
の改革工程を加速して推進

◆ 単なる国庫補助負担率の引下げは、地方の自由度の拡大につながらず、負担
転嫁であり、地方の信頼を損なうもの

週間以上ずれ込んだかというと、のっけから大臣が
ガチンコ勝負を始めちゃったからです。だから、下
の者がそれでもって勝手に手打ちをしちゃうわけに
は行かない。一番トップから喧嘩が始まっちゃった
んで、えらいことになったようです。

　それで、官房長官が調停にのりだしたのが12月9
日です。この時点で予算編成作業は例年に比べ1週
間遅れています。「財源措置の上退職手当と児童手
当の2,300億円削減」これはほぼ既定だった方針で
す。「退職手当・児童手当削減」だけでは総務省の
面子が立たないので、「財源措置の上」とわざわざ
断っています。またもう一つ、総務省の面子を立て

11/28　「三位一体の改革について」より

03.12.09 官房長官提案
①財源措置の上退職手当と児童手当の2,300億円
削減、
②学校事務職員分1,200億円は2005年度予算編
成までに一般財源化の結論を出す
→　②は文科大臣が拒否、額賀自民党政調会長
も反対する

て、学校事務職員分1,200億円は2005年度予算編成
までに一般財源化の結論を出すと。つまり、「総務
省の言うのは否定しないけど、来年までちょっと待
とうや」という案です。そうした経過を経たものの、
結論は、学校事務職員については文科省が拒否しま
した。あと、自民党の政調会長である額賀という人
も反対しました。自民党の文教族が抵抗勢力として
反対したのでしょうね。
　ここで文部科学省は偉いぞ、と思っていいのかど
うかということですが、よくぞ守ってくださいまし
たとお礼を言いたいところですが、ちょっと待って
くださいというのが私の主張です。これは次の「問
題点と今後の展望」のところでやりますが、いずれ
にしても、事務職員分の削減にストップはかかりま
した。

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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　それで、結果として12月10日の午後になって、退
職手当・児童手当2,300億円を削減し「税源移譲予
定交付金」で措置することで決着しました。資料2
は「税源移譲、来年度は4千億円超、政府・与党合
意」という見出しの朝日新聞の記事ですが、「文部
科学省が削減案を示していた公立小中学校教職員の
退職手当・児童手当２３００億円は、将来の税源移
譲までのつなぎである『税源移譲予定交付金』に切
り替える」と中ほどに出ています。この「税源移譲
予定交付金」というのはどういうものかよく分から
ないんですが、「税源移譲」が「予定」された「交
付金」なんでしょうね。多分、すぐには税源移譲は
できないけれど、そのうちやるよ、という性格のも
のだということが名前から読み取れますね。それ
で、一番最後のところですが「補助金だったこれま
では退職者数に応じて必要な金額を都道府県に配分
していた。これが『交付金』になると国の負担割合

（２分の１）は同じだが、全国ひとまとめで必要額
の算定が行われ、人口に応じて都道府県に配分され
る」となっています。変ですよね。退職者数に応じ
てというのではなく人口に応じてです。続けて「こ
のため、大都市では補助金の場合より多く配分さ
れ、余った分は他の事業に使える。逆に過疎地など
では少なくなるため、不足分は交付税で補われる」
と。地方は損になるんじゃないか、ということにな
るわけです。これは別に、このやり方だからという
ことだけではないようです。後で、これについては
税源移譲のところでやりたいと思いますが、とにか
くこういう形で決着はついてしまったわけです。

３－３　問題点と今後の展開について

　この経緯を見て、どういうふうに考えるのか、ど
ういうふうにして見なければならないのか、我々は
今後どういう運動をしていかなければならないの

03.12.10 退職手当・児童手当2,300億円を削減し
「税源移譲予定交付金」で措置することで決着

税源移譲

来年度は４千億円超　政府・与党合意

-----------------------------------

　国と地方を通じた税財政改革（三位一

体改革）で、政府・与党は１０日、総額約

１兆円の補助金削減の内容で合意した。

これを受け、政府は０４年度に公立保育

所向けの補助金や公立小中学校の教職員

の共済費など４０００億円超の削減分に

ついて地方自治体に税源移譲する方向で

最終調整に入った。財務省はたばこ税の

移譲を検討しているが、総務省が所得税

の一部を移譲するように求めており、今

後、政府内で調整する。

　新たに０４年度の削減が決まった補助

金は、厚生労働省の公立保育所向け補助

金約１７００億円。厚労省は生活保護費

の国庫負担引き下げ案を示していたが、

自治体から反発が出たため、「０５年度実

施に向け検討する」として先送りした。

　文部科学省が削減案を示していた公立

小中学校教職員の退職手当・児童手当２

３００億円は、将来の税源移譲までのつ

なぎである「税源移譲予定交付金」に切り

替える。

　０４年度の税源移譲の対象となるのは、

公立保育所向け約１７００億円、０３年

度予算で義務教育の補助金から地方交付

税交付金に置き換えた公立小中学校の教

職員の共済費約２２００億円など。補助

金を切り、それに代わる財源を税源移譲

しても自治体の負担が大きく増えないと

判断した。

　移譲対象の税は、財務省が地域格差の

少ないたばこ税を検討している。ただ、総

務省は０４～０６年度で地方税である住

民税の税率区分（５、１０、１３％）を１

０％に一本化して住民税の税収を約３兆

円増やし、その分だけ国税の所得税を減

税する案を主張。０４年度分は最低税率

の５％を６％に引き上げて住民税を数千

億円増やし、それに見合う所得税を税源

移譲することを求めている。

　財務省は「所得税は１兆円単位の規模

がないと仕組みが複雑になる」として、所

得税の移譲時期を補助金削減額が総額４

兆円に達する見通しの０６年度と想定。

自民党税制調査会も、０４年度分はたば

こ税を軸に調整していた。これに対し、総

務省は「たばこ税では地方自治体の反発

が避けられない」と政府・与党内での再調

整を求めている。

　　　　◇

　＜義務教育費国庫負担金の退職手当＞

　公立小中学校の教員の退職金は、国が

半額を負担しており、退職手当という「補

助金」の形で都道府県に配分している。補

助金だったこれまでは退職者数に応じて

必要な金額を都道府県に配分していた。

これが「交付金」になると国の負担割合

（２分の１）は同じだが、全国ひとまとめ

で必要額の算定が行われ、人口に応じて

都道府県に配分される。このため、大都市

では補助金の場合より多く配分され、

余った分は他の事業に使える。逆に過疎

地などでは少なくなるため、不足分は交

付税で補われる。

asahi.com　 (03/12/11 03:01)

○　文科省が自ら蒔いた種
　　 定数計画・共同実施
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か、ということを考えてみたいと思います。
　まず、総務省が出してきた案というのは取って付
けたようなものには違いないのですが、かなりいい
線をついているのです。いい線というのは、文科省
がやってきた施策の弱点を上手く突いているなと私
は思うのです。何故かというと、全学労連は文科省
のやっていることはおかしいとずっと言ってきたか
らです。
　もう少し具体的に言いますと、まず定数計画で
す。全学労連は「定数改善計画」とは言っていませ
ん。定数計画です。「改善」とは思っていないから。
何故か。
　資料3－1を見てください。これは文科省の資料
なんですが、第1次から第7次、今は第7次の「改
善」計画の最中です。第1次から第5次までは全職
種に関して児童・生徒数、学級数に応じて職員を配
置するという定数計画でした。だから、教員は40人
学級になり、事務職員は小学校で27学級、中学校で
22学級、21でしたっけ？、で複数配置になるという
風になっていました。それで、第6次は事務職員に
ついてはそのままで、教員は加配方式に変わり、第

7次は全部加配方式です。
　第6次の時は、教員の事だからということで全学
労連は何も言いませんでした。けれども、第7次に
なってからちょっと変じゃないのかなと。加配方
式って、これをやるからという申請をすると加配さ
れるということです。事務職員全体の底上げになら
ずに、一生懸命働くぞと嘘でもいいから表明したと
ころに加配がつく。その中身については、一応文科
省にレポートみたいなものを出すというようなこと
はあるようですが、そんなに大したことをやってい
なくても定数がついちゃう。基準があいまいです。
いろんなところから申請が出るにも関わらず、却下
されるところも出てくる。これは文科省がそれを審
査する権限を持っているわけですから、お手盛りだ
ということです。これは逆に地方の自由度を増すの
でなくて、文科省の権限を増やしているんじゃない
か。地方分権という建前から言っておかしいと思う
ようなことが、つまり地方分権の建前と逆の事象が
起こっているわけで、これは違うだろうという風に
考えています。だから、そういうお手盛りのやり方
ではなくて、もっと客観基準に基づいて定数の配置

学級編成及び教職員定数の改善状況 【資料３－１】

公立義務教育諸学校の改善状況

区分 第1次
34～38

第2次
39～43

第3次
44～48

第4次
49～53

第5次
55～３

第6次
５～12

第7次
12～17

内容

学級編成及
び教職員定
数の標準の
明定

45人学級の
実施及び養
護学校教職
員の定数化
等

4個学年以上
複式学級の
解消等

3個学年複式
学級の解消
及び教
頭・学校栄
養職員の定
数化等

40人学級の
実施等

指導方法の
改善のため
の定数配置
等

少人数によ
る授業、教
頭・養護教
諭の複数配
置の拡充等

改善増 34,000人 61,683人 28,532人 24,378人 79,380人 30,400人 26,900人

自然増減 △ 18,000人 △ 77,960人 △ 11,801人 38,610人 △ 57,932人 △ 78,600人 △ 26,900人

差引計 16,000人 △ 16,277人 16,731人 62,988人 21,448人 △ 48,200人 0人

学級編成基準の改善の経緯

標準法制
定直前の
各県の基
準の平均

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次

60人 50人 45人 → → 40人 →
40人

学級編成基
準の弾力化
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が行われるようにしなさい、それだったら改善だよ
という言い方を全学労連はしているわけです。
　資料の3-2を見ていただきますと、全学労連は反
対しているのですが、計画は着々と進んで3年経過
し、今度は4年目になるわけです。これは単年度の

表ですね。5年計画の改善総数を単純に五分の一で
割った数字を、全部の事項について単年度の数字に
しています。事務職員は1年で145名、加配方式で
すけど「改善」するよということになっています。
さらに既改善数を見ますと判で押したように毎年

第７次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画
－基礎学力の向上ときめ細やかな指導を目指す教職員定数の改善－

１　趣旨
　基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指し、第７次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（平成１３～１７年度までの５年計画）
を実施する。

２　内容
　①　教科等に応じ、20人程度の少人数指導や習熟度別指導を行うなど，きめ細かな指導を行う学校の具体の取り組みに対する支援
　②　円滑な学校運営のための教頭複数配置の拡充
　③　養護教諭等，学校栄養職員，事務職員定数の改善
　④　特殊教育諸学校における教職員定数の改善
　⑤　長期社会体験研修に対応した研修等定数の改善
○　この結果，教員一人当たりの児童生徒数が欧米並みの水準に改善される

３　項目別改善事項　　　　　　　　　　　　　　　 　

　 改善事項 　 改善総数 内容 １６年度要求数

小・中学校 　　　　　　　　　
　　人

○少人数による授業などきめ細
かな指導を行う学校の具体の取
り組みに対する支援
　　小学校
　　中学校

22,500

8,600
13,900

教員一人当たりの児童生徒数を欧米並みの水準に改善
小学校　　18.6人　　　　中学校　　14.6人

4,500

1,720
2,780

学校運営の円滑化 3,274 655

○教頭複数配置 612 複数配置 小学校　30学級以上　２校に１校→２７学級以上　全校
中学校　30学級以上　２校に１校→２４学級以上　全校 123

○養護教諭等定数 974
複数配置　　小学校　30学級以上→８５１人以上
　　　　　　中学校　30学級以上→８０１人以上
児童生徒の心身の健康への適切な対応を行う学校への加配

195

○学校栄養職員定数 962

　単独校　　　　　　　　　600人以上→　550人以上×１人
共同調理場の定数改善　　2,501人以上→1,501人以上×２人
　　　　　　　　　　　　7,001人以上→6,001人以上×３人
児童生徒の食の指導への対応を行う学校への加配

192

○事務職員定数 726 きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等のため事務部門の教科対応を行う学校への加配 145

小学校・中学校計 25,774 5,155

特殊教育諸学校 914 183

○　教頭複数配置 105 複数配置 30学級以上　２校に１校→２７学級以上　全校 21

○　重度・重複化対応 130 教育相談等担当教員の配置 101～150人校×1　151～200人校×2
201人校×3 26

○　生徒指導担当の充実 104 複数配置 30学級以上　２校に１校→２７学級以上　全校 21

○　自立活動担当の充実 193 肢体不自由養護学校の基礎数を+１人 38

○　聾学校通級担当教員 194 軽度の言語障害・難聴児童生徒への対応　　　聾学校×２　　 40

○　養護教諭等定数 188 複数配置 30学級以上→61人以上 37

研修等定数 212 長期社会体験研修対応 42

26,900 5,380

４　改善数

年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

改善数 5,380人 5,380人 5,380人 - -

【資料3－2】
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5,380人ずつ「改善」が行われてきたことになって
います。
　ところが、資料3-3を見てみますと、これは全学

労連が毎年情報公開請求で、定数計画による加配人
数及び研究加配人数とさらに全体の教職員の職種別
定数をもらって、それを分析して表にまとめたもの

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　



20

です。単年度だけ見ているとよく分からないんです
けど、年毎に並べて定数との関係を見てみると、増
えたり減ったりいろんな面白いことが分かってきま
す。コメントをそのまま読みますと、「2002から2003
年度の第7次分の増加は67名で、前年の96名より
さらに減った。計画では1年で145名、3年で435名
加配されているはずなのだが、実際には296名であ
る」。資料3-2の事務職員改善分145名×3年で435
名のはずなんです。ところが296名です。表の一番
左の「第7次分加配数」の「2003年度」の全国合計
の296名がそれです。加配数というのは年々累積し
ていきますからそういう数字になっているというこ
とです。
　教職員全体では、先程資料3-2の既改善数で見た
ように、毎年計画通りに5,380名ずつ増えているこ
とになっているわけですから、これが嘘でなけれ
ば、事務職員分はどこか他に取られてしまってい
る、435名－296名ですから139名分どこか行って
しまっているわけですね。これを文科省に聞いた
ら、「各県から要望が上がってこないから他の職種
へ回している」というのが、11月の初めにやった文
科省との交渉での回答でした。嘘です、それは。だっ
て、申請を出しても却下されているところが現にあ
るんです。だったら、事務職員分としてそこで却下
なんてしないで、事務職員分としてそこで出しなさ
いよと思うんですけど、とにかく「申請がないんだ」
と言うだけです。
　どこへどういう風に解消しているのか分かりませ
んが、加配方式というのはこういういい加減なとこ
ろが極めて多い、文科省のお手盛りでやってしま
う。だから、総務省がこんないい加減なものを止め
ろと言うのは、無理からぬ事ではないでしょうか。

　それからついでに言うなら、財務省は別の側面か
ら定数問題について言っています。「この少子化の
ご時世にどうして教職員定数は減らないのか」と。
それは、文科省が自然減の分をそのまま上乗せして
いるからです。この定数計画は、少子化によっても
教職員定数が減らないように穴埋めをしているので
す、実は。
　1月6日付の内外教育では、自然減と計画数の関
係を載せています。年度ごとに自然減数は違うんで
すが、計画の中で全体で26,900 名自然減が見込ま
れていて、改善数で26,900名を計画しています。だ
から、そっくりそのまま第7次定数計画というのは
自然減分を改善増で埋めてしまおうと。それはどう
いうことかというと、文科省の義務教育費国庫負担
金、省益として扱えるお金として持っている義務教
育費国庫負担金の額はそのままだよということで
す。子どもの数が減っても文科省の扱うお金の額は
一緒だよというのが、定数改善計画のカラクリなわ
けです。別に文科省が得をしても現場職員が損をし
なければ、定数割れを起こして生首が飛ばされるよ
りははるかにいいのですから、そういう点では定数
増、加配方式に問題があっても定数増をしてもらう
ことは必ずしも悪いことではないのだけれども、財
務省はおかしいと憤っています。
　それで財務省は来年度980名の増員を認めないと
言い出しました。なぜ980名かと言うと、第7次計
画は5年間でプラスマイナス0にするということで、
計画通りなら単年度の差し引きで来年度は980名増
えるわけです。これを抜き出して表にすると次のよ
うになります。
　この自然減と改善増との差が年々違うことは分か
りますよね。自然減は毎年違う、改善数はずっと同
じ。そうすると04年度の差し引きは980人プラスと
いうことになるんです。この分の定数増を認めない
ぞと財務省が言い出しまして、そうなってしまいま
した。今年の予算の決着で、政府原案でそうなりま
した。どういうことになるかというと、内外教育に
よれば、文科省は「第7次計画は予定通り進めるが、
既存定数の配置を見直して980 人削減する」、計画
はやるけれど既にいる人間は見直すと言っていま
す。じゃぁ980人首を切るのかなと思ってしまうん

自然減 改善増 差し引き

01年度 ▲ 7,400 5,380 ▲2,020

02年度 ▲ 7,300 5,380 ▲1,920

03年度 ▲ 4,900 5,380 480

04年度 ▲ 4,400 5,380 980

05年度 ▲ 2,900 5,380 2,480

全体 ▲26,900 26,900 0
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ですが、計画というのは、誰が計画分で誰が計画分
ではないのか、というのは実際にはわからないんで
す。分からないにも関わらず、計画だけは従来どお
りやるんだぞと、面子だけで言っているんだと思い
ますが、いずれにしても削られたことには間違いは
ないんです。財務省としては、ほとんど文科省と総
務省とで争っていたんで、自分のところは蚊帳の
外、予算を所管する官庁としては蚊帳の外であるは
ずもないのですが、何らかの自分のところの意見を
入れさせたかったんでしょうね、最後に。というこ
とで、財務省の側も定数計画についてちょっとク
レームをつけ始めたということがあります。
　それからもうひとつ「学校事務の共同実施」とい
うものがあります。どうして事務職員が総務省の
ターゲットにされたのか。直接的にはそうは言って
いませんが、要するに外部委託とかで削ることが可
能じゃないかと、事務についてはね。そういうこと
ができるような職種だったら、そっちの方がいいん
じゃないのかというようなことを言っているんで
す。そこで思い出さなければならないことは、先程
の中教審答申のときとほぼ同時に言われている学校
事務の共同実施推進、それから第7次定数計画とい
うのは、学校事務の共同実施だけではないのです
が、かなりの部分がそれを推進するための加配をし
ている。各地でそれが進められているわけです。普
通に考えると、共同実施するのなら人数を減らして
もいいんじゃないか。人数が減らせるのだったら、
国庫負担金が削られて地方負担になったとしても、
その負担は定数を減らすなり、事務を効率化・合理
化することによって地方の負担は減るから、これは
今後確実に増えていく退職手当を削るよりいいん
じゃないか、と総務省の立場からは考えるわけで
す。この共同実施ということを言い出したのも文科
省です。
　まとめますと、定数計画も共同実施も、どっちも
文科省が蒔いた種なんです。それを見事に、総務省
に見破られて、総務省の対案として出されてしまっ
たということです。これについて、私は「自業自得」
と「義務教育費国庫負担制度の行方について」の中
で表現しています。
　そうした流れを見ていて、ちょっとやだな、と思

うのは、財務省はもともと事務・栄養の国庫負担は
しないで良いと主張していました。それで定数問題
も話をつけてきました。総務省の主張と財務省の主
張とこの先合体して攻めてくるんじゃないかという
気がしてしょうがないんです。とっても嫌な予感が
しています。今年度は、どっちかというと文科省・
財務省対総務省という構図だったわけです、退職手
当については。それが、これからの局面ではどうな
るかな、というのが気になるところです。

　それから次に、文科省の負担金が総務省所管の枕
詞付き交付金に変わっただけで歳出削減にはなって
いないということですが、税源移譲予定交付金とい
う言い方でしたよね。1兆円補助負担金を削減する
んだという目標でした。
　資料4の最後のところですが、「来年度に削減する
1兆円の補助金のうち、公共事業関連の4000億円は
財源の必要がなくなる」、これは公共事業をやらな
くなるということですね、「残り6000億円は財源を
確保する必要があるが、新たな交付金として創設す
る『基幹税移譲予定交付金（仮称）』…」、これは税
源移譲予定交付金が正しい言い方です、まだ仮称の
ころの言い方です、「…などで4000億円を手当てす
るため、税源移譲額は2000億円強となる。政府・与
党は今年度予算で削減した2000 億円の補助金削減
も対象に含め合計4000億円強の税源を移譲する」と
いうんですが、これちょっと細かく言うと実際はそ
うはならなかったんです。これから読み取れること
は、4000億円強の税源しか移譲はしないよというこ
とになるんですが、もっとよく読んでみると、今年
度予算で削減した去年削られた共済の長期給付、こ
れが2200億円ですよね、これも含んでいるんです。
その事は、骨太方針第３弾のときに、遡って財源保
障する、税源保障すると既に述べられているわけで
す。だから、今年に遡って実施するんです。という
ことは来年度予算編成で今年削られた分についての
1兆円削減目標のうち、正しくは、税源移譲される

○　文科省の負担金が総務省所管の枕詞付き交付
金に変わっただけで歳出削減にはなっていない＝
総務省への「権限委譲」、「改革」のアリバイ
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のはこの記事からすると2000億円です。「基幹税移
譲予定交付金（仮称）など」が4000億円となってい
ますが、厳密に言うとこれも間違いです。約2300億
円なんです。税源移譲予定交付金は退職手当・児童
手当だけですから。｢など｣という表現で紛らわしく
なっています。
　だから、1兆円削減したら1兆円税源移譲する、そ
れが三位一体改革だろう。と普通に考えるとそう思
うんですけど、国の予算の議論というのは難しいこ
とばっかりいろいろと言うのだからわかりづらいの
ですが、どうも違うらしいですね。たかだか2000億
円しかやっていない。その後、政府の予算書が手に
入って、いろいろ見るにつけ、それしか削減されて
ないじゃないかと思うのですが、政府の方は一生懸
命「三位一体改革は上手い具合に行ってるぞ」と言
いたいがために、いろいろと言っています。
　「平成16年度における『三位一体改革』の姿」と
いう資料ですが、それによると、「15年度及び16年
度の国庫補助負担金の一般財源化に対応して所得譲
与税を創設」と。地方交付税じゃなくて所得譲与税、
所得税の一部を財源にして地方に譲与する、それを

総務省が所管するのです。それが税源移譲で4249億
円あるんです。これが03年度及び04年度分です。こ
れが資料4でいう4000億円強です。それがさらにプ
ラス「義務教育費国庫負担金の退職手当等の一般財
源化にかかる所要額（将来の税源移譲までの暫定措
置）が特例的な交付金により暫定的の措置」される。
これが2309億円ある。それらを足すから6558億円
が税源移譲されるんだということを「三位一体改革
の姿」という資料の中で言っちゃっているんです。
これも嘘です。だって、まだ税源移譲予定交付金は
「予定」でしょ。されてないわけでしょ。にも関わ
らず、「16年度における三位一体改革の姿」の税源
移譲だと政府の公式資料でこんな嘘を言っちゃって
るんです。何でもかんでも税源移譲してるんだとい
うポーズをどうも取りたがっているようです。
　結局、国の全体予算を見ても、国債発行高はどん
どん増えている、予算規模もどんどん増えている、
ということからすると、そもそも歳出削減、赤字国
債の発行を減らすとか言っていたそもそもの目的か
らすると、全く外れたところへ行っちゃってるん
じゃないか。で、総務省は一生懸命シャカリキに

【資料 4】

政府・与党、補助金１兆円削減策決

定――生活補助は先送り

-------------------------------

　政府・与党は10日、国と地方の税

財政改革（三位一体改革）で、総額約

1 兆円の補助金削減策を決めた。公

立保育所への補助金などを減らすこ

とで合意し、生活保護費の補助率引

き下げは2005年度からに先送りす

ることで一致した。小泉純一郎首相

が指示した補助金削減目標を達成。

国から地方への税源移譲額は 4000

億円強とする。本格的な税源移譲の

実施までのつなぎとして新たな交付

金を創設、国が財源を手当てする。

　補助金削減は福田康夫官房長官が

10日、首相官邸に坂口力厚生労働相

ら関係閣僚と自民、公明両党の政調

会長を集めて協議し、決着させた。

　厚労省所管の補助金では、公立保

育所の運営費補助金を1700億円削

減する。私立保育所については「国が

最終的に責任を持って負担金を確保

する」と、削減対象としないことを確

認した。

　生活保護費負担金は国の補助率を

引き下げる案もあったが、10日の協

議で「1 年かけて議論し、2005 年

度から確実に実行する」と、結論を先

送りした。70歳以上の高齢者への生

活保護の給付金を上積みする約100

億円の「老齢加算」は来年度に廃止す

る方向だ。

　総額2兆7000億円の義務教育費

国庫負担金では、退職手当と児童手

当の 2300億円の削減を決めた。残

る部分は2006年度までに結論を得

る。これまでの調整で公共事業関連

の補助金削減を4000億円規模とす

ることなどが固まっている。

　公共事業の補助金の大半は事業そ

のものを廃止・縮小する。だが社会保

障や教育関連は自治体が続ける事業

で、国が財源を手当てする必要があ

る。

　来年度に削減する 1 兆円の補助金

のうち、公共事業関連の4000億円

は財源の必要がなくなる。残り

6000 億円は財源を確保する必要が

あるが、新たな交付金として創設す

る「基幹税移譲予定交付金（仮称）」

などで 4000 億円を手当てするた

め、税源移譲額は2000億円強とな

る。政府・与党は今年度予算で削減し

た2000億円の補助金削減も対象に

含め合計4000億円強の税源を移譲

する。

　新たな交付金は税源移譲の対象額

がまとまった金額になるまでの間、

国が交付金の形で財源を保障する仕

組みだ。

NIKKEI.NET (12/10)
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平成 16 年度における「三位一体の改革」の姿

１　補助金改革１　補助金改革１　補助金改革１　補助金改革１　補助金改革

(1)　「1 兆円」の補助金改革

　・　義務教育費国庫負担制度の改革

　　－「総額裁量制」の導入に伴い、教職員の給与水準等に

ついて地方の自由度を拡大

　　－　退職手当・　児童手当の一般財源化(将来の税源移譲

までの暫定措置：2,309 億円)

　・　公共事業関係の国庫補助負担金の削減(▲ 4,500 億円

程度)

　　－　地方の自主性・　裁量性を尊重した、まちづくり交

付金を創設(1,330 億円)

　　－　いわゆる「少額補助金」の廃止、採択基準の引き上

げ

　・　奨励的補助金の削減(▲ 2,600 億円程度)

　・　国庫補助負担金の一般財源化(公立保育所運営費など

4,749 億円)

(2)　地方向け補助金等の全体像

　　「1兆円」の補助金改革を実現する一方、医療・介護・福

祉等の社会保障関係経費の大幅な増加等により、地方向け

補助金等の総額としては、対前年度で若干増加　(+400億

円程度)

２　地方交付税の改革２　地方交付税の改革２　地方交付税の改革２　地方交付税の改革２　地方交付税の改革

(1)　地方交付税総額の削減

　　地方歳出の見直しを通じて大幅に削減

　　(一般会計ベース) 15 年度 16 年度

　　・地方交付税　　　　16.4 兆円　→  15.4 兆円(▲ 1.0 兆円)

　　・地方特例交付金　　　1.0 兆円　→   1.1 兆円(＋ 0.1 兆円)

(2)　地方歳出の削減

　　給与関係経費、投資(単独)等、地方歳出の各項目を見直

し、総額を 84.7 兆円(▲ 1.5 兆円)に縮減(3 年連続)

(3)　地方財政収支の改善

　　地方歳出の削減等により、地方の財政収支は改善

15年度 16年度

　　・財源不足(通常収支) 13.4 兆円　→ 10.2兆円(▲3.3兆円)

　　・赤字地方債 　5.9兆円　→   4.2兆円(▲1.7兆円)

　　・公債依存度 17.5％　　 →    16.7％（▲0.8％）

　　・プライマリーバランス ＋ 0.9 兆円　→ ＋1.7 兆円(＋ 0.8 兆円)

３　税源移譲等３　税源移譲等３　税源移譲等３　税源移譲等３　税源移譲等

(1)　15 年度及び 16 年度の国庫補助負担金の一般財

源化に対応して、所得譲与税を創設し、税源移譲

(4,249 億円)

(2)　義務教育費国庫負担金の退職手当等の一般財源化

に係る所要額( 将来の税源移譲までの暫定措置：

2,309 億円）について、特例的な交付金により暫

定的に措置

(1)＋(2)＝　6,558 億円

なってますが、何故シャカリキになっているかとい
うとさっき言ったとおり、自分のところの権限です
から。全部、ナントカカントカ交付金とか、所得譲
与税とか、各省庁が所管していた補助金が全部総務
省所管のものなっていく、そうして総務省の権限が
どんどん増えると。それを改革をやってるぞという
アリバイの下に、学校事務職員を切るぞと翻弄され
ているわけで、それは学校事務職員はかなり馬鹿に
されちゃってるんだろうという気がして、もっと
怒った方がいいと思います。

　来年度以降何を削るか、この先どうなるかという
ことになるのですが、レジュメに書いておきました

が、義務教育費国庫負担金は2兆8000億です。去年
のベースですが。そのうち2300 億円が退職手当と
児童手当で無くなりました。残りが単純計算で2兆
5700億円、その中で事務職は1200億、栄養職は300
億ですから1500億が事務・栄養分です。ちょっと嫌
な予感がするのは、事務・栄養、事務職というのが
今年出た具体的な費目ですね。削られなかったです
が。去年具体的に出たやつで去年削られなかったや
つは退職手当でした。で、今年削られました。今年
具体的に名前が出て削られなかった事務職は、
じゃぁ来年削られるのかな、と。
　それはどうなるか分かりませんけど、そうやって
削ったにしてもせいぜいね、栄養については栄養教
諭の制度化ということで栄養職は消えちゃってるん
ですが、1200億、足しても1500億でしょ。で、資
料1に戻りますが、縦切りで事務職1251億、栄養職
318億、それぞれ数字が出ていますが、それだって
2兆5700億のうちそれだけです。それ以外は全部教

○　来年度以降何を削るのか
義務教育費国庫負担金2兆8000億－2300億
   ＝2兆5700億(うち事務栄養は1500億)
縦切り・横切りの話
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員です。一気にそこまで削るのか、例え来年削らな
いにしてもその先どうするのか、教員のどの部分を
切るのか、まず校長を切るのか。校長、教頭と上か
ら順番に削るのか、そういう切り方をしていくのか
なぁ、ちょっと無理があるんじゃないのかなと考え
てしまいます。そうじゃなくて負担率の引き下げと
いうやり方はないかなと考えちゃいます。
　この表を横にして見てみてください。「縦切り・横
切り」というのはそういうことです。縦切りという
のは費目ごとに、退職手当とか児童手当とか、また
事務、栄養と負担の種類ごとに切るやり方です。横
切りというのは負担率を切るやり方、現在5割負担
です。それを4割負担とか3割負担とかにするとい
うことです。そういう切り方もあるのかなというあ
くまで想像なのですが、しています。
　まぁ、切られる心配ばかりしててもしょうがない
ので、これくらいにしておきますが、切り方自体も
義務教育国庫負担金を全額切るとするならば、
ちょっとその辺の切り方も行き詰まっているかな
と。文科省はその辺でお茶を濁したいのかなとも思
いますが、それまで事務職員が生贄の羊にならない
ようにしていかなければならない。運動展開として
はそうです。そういうふうに耐え忍ばなければなら
ない。全額やられた日には仕方ないのですが。文科
省に事務という言葉を、事務を差し出させないよう
な取り組みが必要です。今のところ事務を差し出す
ということは言っていないし、先程言いましたよう
に自民党の政調会も文部科学大臣も反対に回ったわ
けですから、一先ず良かったということにはなるか
と思います。

　良かったなと言いながらも次は「喜んでいる場合
ではない」ということに続きます。
　何故かというと、退職手当が削られました。退職
手当というのは我々全体に関わります。退職間際の

方もいますよね。少なくとも後10年か20年以内に
はみんないなくなりますかね、このメンバーだと。
ましてやこの先どんどん退職手当として支払う金額
が増えていって地方自治体の負担が増えるわけで
す。税源移譲をするといってもタカが知れていると
いうことを考えると、相当影響は大きいだろうなと
思います。退職手当を、今までの制度の退職手当と
比べると、支給率が大幅に引き下げられる、大削減
になってしまうんじゃないか、事務職の国庫負担が
残ったから良かったということにはならないのでは
ないかと思います。
　それから、総額裁量制ということで、地方自治体
サイドで何でもやってもいいよと、先程愛知の報告
にあったように少人数学級とか、そういうものはど
んどん出てくるでしょう。総額裁量制は政府原案で
公認されましたから。具体的な中味はまだよく分か
りませんが、その方向で進むのではないかというこ
とは総務省も認めています。そうなると、当然事務・
栄養とか少数職種分を教員に回すことになりかねな
いということです。これは98 年に出た中教審答申
で、標準定数法の第6条、これは職種別定数を定め
ているところですが、それの見直しというのがこの
答申のときに出ました。出たのですが、当時日教組
は大分元気が無くなっていましたが、すぐ反応しま
して職種別定数の解除というのは止めさせました、
文部省に。我々じゃなくて日教組がやりました。そ
れは評価していいのですけど。それにより一応今の
時点ではそういうことになっています。職種別定数
は守られているんです。ですから定数標準法にある
事務職員分というのは、事務職員分として今は使え
るんです。
　でも、それを残したままでは総額裁量制の意味は
無いんです。地方にとって、貰えるだけ貰っても財
源が無いと、でも少人数学級をやりたい、どこから
持ってくるのか、ちょっと事務職員分をつまみ食い
させてくれないか、というようなことは、当然この
次の話として出てくるだろうと思います。現に、文
科省がやってるじゃないですか。定数計画の中で事
務職員分を教員に回している。地方にやるなとは言
えないということになってくるのではないかと思い
ます。それで、文科省としては国庫負担金全体を、

○　喜んでいる場合ではない
退職手当大削減への道
総額裁量制の実施は地方自治体による合理
化への道を開く。しかも文科省の権益はその
まま
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総枠を守れるのですから、文科省の省益は犯されな
い。だから、国庫負担制度だけを残しても、いくら
規制緩和しても、文科省は痛まない構造がここでで
きちゃったわけです。ということは、我々少数職種
はますます不利な状態になってきているんだという
ことです。

　次に、12月19日の政府・与党
協議会での了解内容の意味する
ものは？ということですが、資
料5を見てください。
　資料5-1は「地方向け補助金
等の改革について」ということ
で、国庫負担制度等をいろいろ
と削って「1兆円」の改革をやり
ましたよという資料ですが、こ
の一番下の※印のところ、「文
部科学省、厚生労働省の補助金
改革については、『三位一体の
改革に関する政府・与党協議会
(平成15年12月19日)』で、別
紙の了解」があったとしていま
す。その別紙の了解というのが
資料5-2です。
　その内容の一つは「義務教育
費に係る経費負担の在り方につ
いては、現在進められている教
育改革の中で中央教育審議会に
おいて義務教育制度の在り方の
一環として検討を行い、これも
踏まえつつ、平成18年度末まで
に国庫負担金全額の一般財源化
について所要の検討を行う」こ
れは今まで言っていたのとほぼ
同じ内容です。一つ違うのは、
中央教育審議会( 最初の方で

言ったようにこれは権限強化された中央教育審議会
です、98年の答申を出したときの中教審とは違いま
す)が出ている点です。中教審を隠れ蓑にして文科
省は何とか制度を守ろうとしているのですから、そ
れを盛り込んだというのが新しいことです。
　それから「退職手当等については、今後、その額
が大きく変動することが見込まれること等から、税
源移譲予定交付金を設け税源移譲までの各年度の退
職手当等の支給に必要な額を確保し、地方の財政運
営に支障が生じないよう暫定的に財源措置を講じ
る。なお、税源移譲の時期は国庫負担金全額の一般
財源化の検討等も踏まえつつ判断する」です。よく

○　03.12.19政府・与党協議会での了解内容の意
味するものは？

事務職員のみ切り捨てられるか、全体の議
論の中でうやむやになるか
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分からない文章ですけど、要するに期限がはっきり
しない空手形に終わる可能性もあるものである、た
だそれだけでは身も蓋も無いので、やるよという
ポーズだけは取りましたと。まぁ、そういう読みが
多分正しいだろうと思います。
　さらに「税源移譲予定交付金は、人口等で地方団
体に配分する」としています。これもちょっと変だ
なと思います。退職者の数と移譲される交付金の算
出基礎である人口とは、必ずしも比例するわけでは
ないです。だいたい人口の多い大都市部あたりとい
うのは、学校急増期に団塊の世代以降がワーッと教
職員として採用されたということがあるので、あな
がち外れてはいないのかなという気はしますが、で
も比例はしていない。損するところと得するところ
というのはどうしても出てこざるを得ないだろうと
思うのですが、どうして人口に応じて配分するのか

ということは、いまいちよく分かりません。
　そして問題は次です。「学校事務職員分に係る取
り扱いについては、上記の国庫負担金全額の一般財
源化について所要の検討を行う中で結論を得る」。
学校事務職員分に関わる取扱いです。栄養職員はど
こかへ行ってしまいました。総務省が出した案も学
校事務職員だけでした。名指しです。先程言ったよ
うに、去年名指しされた退職手当等が今年削られま
した。今年具体的に出てきたのは来年削られるのか
と、嫌な予感がします。具体的に出ているのはこれ
だけですよね。削るとは言っていませんが、その評
価はちょっと難しいですね。
　資料5-3を見てください。これは昨年の決着のと
きに三大臣合意と福田官房長官がその後まとめた
「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する
基本方針」という文書の表現をほぼ追認した「骨太

の方針第3弾」です。その中の
表現で「学校栄養職員、学校事
務職員については、義務標準法
等を通じた国の関与の見直し及
び義務教育費国庫負担制度の見
直しの中で、地域や学校の実情
に応じた配置が一層可能となる
方向で検討を行う」になってい
ます。この表現と比べた場合ど
うなのかな、と。まず、栄養職
員がなくなって事務職員だけに
なった、これはよくないかなと
思います。それで「義務教育費
国庫負担制度見直しの中で」と
いうのは「国庫負担金全額の一
般財源化について所要の検討を
行う」と、見直しの方向が一般
財源化ということで一段トーン
アップされているのかなという
気がします。その中で結論を得
るということです。それから
「地域や学校の実情に応じた配
置が一層可能となる方向で」と
いうそういう具体的な方向性は
今回は示されていないから、少
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しトーンダウンしたのかなと思います。
だから、トーンアップした部分とトー
ンダウンした部分と、総合的に評価し
てどうなのかなというのは分かりませ
ん。良かったのか悪かったのか、まぁ名
前が名指しされているのだから悪いん
でしょうが。あまり、良かったとは思わ
ない方がいいのでしょうが、ちょっと
評価が難しい表現になっています。
　レジュメにも書きましたが、事務職
員のみ切り捨てられるか、全体の議論
の中でうやむやになる方向なのか、
どっちか分からないけれども、いずれ
にしてもどっちの方向になるかを決め
るのは、我々自身がどう頑張って運動
を作っていけるのかということにか
かっているのだろうと思います。自分
たちのことを守るのは自分たちしかい
ないのです。文科省は文科省の利害に
基づいて、文科省の利害に沿っている
限りは学校事務職員制度というよりも
義務教育費国庫負担制度を守っていく
でしょう。でも、先程言いました「喜ん
でばかりはいられない」といったよう
に、守られてもあまり喜べるような状
況ではないということは、やはり忘れ
てはいけないだろうと思います。

　それから、税源移譲予定交付金ということで税源
移譲されるということらしいのですが、1月9日付
教育新聞は次のような記事を載せています。「全額
税源移譲の場合、県間の税収格差歴然」という試算
を文科省が出しました。内容をいうと、税源移譲を
した結果収入が増えるのは首都や関西圏の9都府県
のみ、38道県は減額になる、東京なんかは2倍以上
になり、沖縄・鹿児島は半分以下に減る。で、国庫
負担金を推定税収が上回るところは、東京都125.8%

【資料５－３】

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003

平成 15 年６月 26 日

（別紙２）国庫補助負担金等整理合理化方針

【教育・文化】

○　義務教育費国庫負担制度、教員給与の一律優遇の見直し

　　地方分権を推進し義務教育に関する地方の自由度を大幅に高めるため、平成

14年12 月の「総務・財務・文部科学３大臣合意」及び｢国と地方に係る経済

財政運営と構造改革に関する基本方針｣で示された工程に従い、以下のとおり、

引き続き義務教育費国庫負担制度等の見直し・検討を着実に推進し、必要な措

置を講ずる。

　①　義務教育に関する地方の自由度を大幅に拡大する観点から、平成16 年度

に義務教育費国庫負担制度の改革（例えば定額化・交付金化）のための具体

的措置を講ずるべく、所要の検討を進める。

　②　義務教育費に係る経費負担の在り方については、現在進められている教育

改革の中で中央教育審議会において義務教育制度の在り方の一環として検討

を行い、これも踏まえつつ、平成18 年度末までに国庫負担金全額の一般財

源化について所要の検討を行う。

　③　学校栄養職員、学校事務職員については、義務標準法等を通じた国の関与

の見直し及び義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、地域や学校の実情に

応じた配置が一層可能となる方向で検討を行う。

　④　退職手当、児童手当等に係る国庫負担金の取扱いについては、平成16 年

度予算編成までに結論を得る。

　⑤　教員給与については、平成16 年度からの国立学校準拠制の廃止に伴う給

与体系の見直し、及び平成18 年度に実施される予定の公務員制度改革（能

力・業績を適正に評価し､処遇に反映）と歩調を合わせた教員給与制度の一層

の見直しを進める中で、教員の一律処遇から、能力等に応じた処遇システム

への転換に向けた検討を行う。

○　学級編制の基準の設定権限等の県から市への権限移譲

　　県と政令市間の県費負担教職員制度の見直し、学級編制の基準の設定権限の

移譲については、関係道府県及び政令市等関係方面の理解を得つつ、平成 15

年度内に意見を集約し、その結果を踏まえ、実現を図る。政令市立の高等学校

及び中核市立の幼稚園の設置認可の見直しについては、認可制を届出制とする

ことにつき、関係各方面の意見を平成15 年度内に集約し、その結果を踏まえ、

実現を図る。

○　全学労連の取り組みについて 増、神奈川63.4%増、千葉31.5%増、埼玉27.0%増、
愛知25.1%増…、お互い良かったですね。9都府県
ということです。沖縄、鹿児島、島根、高知、青森、
これは減額が多い順ですが、減るんだそうです。こ
うなったときに、将来の予想ですけど、三位一体改
革で補助金、特に義務教育費国庫負担金を切って各
地で損するところと得するところと出てきて、地方
から逆の、今までは首長部局は全部地方の自由にま
わせという言い方をしてきましたが、全国知事会な
んかも義務教育費国庫負担金の全額一般財源化とい
う方針を出しているわけです、依然としてね。11月
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に出た知事会の三位一体改革についての要望書の中
で、9兆円を移譲しろと言っていますけど、こうい
う実態が出てくると地方の方もいつまでもこんなこ
とを言っていられないんじゃないかというのが、予
想できる今後の展開です。外れたらごめんなさい、
というしかないのですが…。
　それから、11月18日付の毎日新聞に改革派4知
事が毎日新聞東京本社内で会談したという記事を載
せているんですが、静岡県、宮城県、和歌山県、佐
賀県の4知事が言うには、宮城県の浅野知事は、義
務教育費国庫負担金のことですが「（この負担金が
移譲されても）地方の裁量の余地がなく、一番必要

ない」と、削ることが必要ないということです。静
岡県の石川知事も「福祉や公共投資など先にやるべ
き補助金はいくらでもある」と、和歌山県の木村知
事は「初年度に義務教育費国庫負担金だけでおしま
いでは、理念がないとなりかねない」、つまり「だ
けでおしまい」じゃなければいいと。佐賀県の古川
知事は「義務教育費国庫負担金のような（一度に）
何兆円というのではなく、３年かけてやる道筋を
作っていければいい」と述べるなど「全員の意見が
一致した」と書いてますけど、一致してないですね、
あんまり。こうやるならいいとか、何年掲げてやる
ならいいというのから、これは必要ない、削る必要
ないというという意見まで、だいぶ差があると思う
のですが、どうしてこんなまとめになったのかよく
分かりませんが、そこで見なければならないのは、
知事会の中でも異論が出ている、出始めているとい
う事実です。これは結構大きなことだろうと思いま

改革派４知事、実効性ある「三位一体改革」を注文

-------------------------------

　地方分権改革のけん引役として活躍する宮城、静岡、和歌山、

佐賀県の４知事が会談し、実効性ある「三位一体改革」の実施

を小泉政権に注文した。特に、改革の初年度となる来年度、他

の補助金に先行して「義務教育費国庫負担金」を削減・税源移

譲する案が政府内で出ていることを厳しく批判した。

　石川嘉延（静岡）、浅野史郎（宮城）、木村良樹（和歌山）、古

川康（佐賀）の４知事（就任順）が１４日午後、東京都千代田

区の毎日新聞東京本社内で会談した。

　補助金削減、税源移譲、交付金見直しの三位一体改革で、政

府は来年度から３年間で、補助金４兆円の削減を決めており、

総額２０兆円の中から、どの補助金を削減するかが焦点になっ

ている。教員給与などを補助する義務教育費国庫負担金は０３

年度約２兆８０００億円で「４兆円」の約７割を占める。

　浅野知事は「（この負担金が移譲されても）地方の裁量の余地

がなく、一番必要ない」と批判。石川知事も「福祉や公共投資

など先にやるべき補助金はいくらでもある」、木村知事は「初年

度に義務教育費国庫負担金だけでおしまいでは、理念がないと

なりかねない」、古川知事は「義務教育費国庫負担金のような

（一度に）何兆円というのではなく、３年かけてやる道筋を作っ

ていければいい」と述べるなど全員の意見が一致した。

　また、道路公団の民営化論議が進む中、全員が「無駄な道路

はない」と語り、地方の道路切り捨てに強い警戒感を示した。

【「知事が問う」取材班】

（対談の詳報は１８日の毎日新聞・北海道・東京・名古屋・大阪

版で、また１回目の対談の詳報は１０月３１日の毎日新聞に掲

載されています）

［毎日新聞１１月１８日］ ( 2003-11-18-13:13 )
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す。この揺さぶりを我々自身がかけて行かなければ
ならないかなと、やはり地方の声を大きく巻き起こ
す運動をこの先やっていく必要性があるんじゃない
かと思います。
　それからもう一つ、今度は儲ける方の知事で石原
都知事。12月12日付毎日新聞で「三位一体改革提
言で全国知事会を批判」という記事があります。三
位一体改革について知事会が11 月に提言を出した
のですが、それについて噛みついています。「東京
都の主張が盛り込まれていないとして、石原慎太郎
都知事は１２日の定例会見で、『政府に結果として
迎合するような、旧体制の陳腐で勝手なもの』」、相
変わらず過激ですね、「と批判した。矛先を梶原会
長…」岐阜県の知事ですね、「…に向け、『梶原なる
人は大都市の主張を封じ込め、総務省と結託してい
る』と述べた」と。結託しているのかもしれません
が、強者の論理でしかないですね、儲ける方の都知
事ですから。それで「税源移譲で地方税が拡充され
ることに伴い、自治体間の財政力格差が広がること
を課題としているが、都は『格差がどうなるかとい
う議論は、分権を志向した改革の本旨に反する』と
主張しており、石原知事は『大都市ならではの財政
需要を無視している』と非難した」と。義務教育費
国庫負担金に関しては財政需要が特に東京都にある
わけではないけれども、とにかく非難したいようで
す。続けて「梶原会長に対し『地方分権を徹底し、
日本の体質を本質的に変えるため、具体的に何をす
べきか、政治家として視点を据えて発言するよう猛
省を促したい』と語った。さらに、知事会は脱退し
ないものの『独自の運動に取り組んでいくことも辞
さない』と述べた」ということです。だいぶ元気で
すね、あの人は。
　というようなことで、知事会内部でも今紹介した
ように揺れが出始めています。これからどっちの方
向へ向かうかというのは、やはり繰り返しになりま
すが、我々の押しどころしだいだろうと思います。
　最後に一言だけ、地方でやっていくということ
と、全学労連の方もこの間総務省と、文科省・財務
省・総務省の三省の中で、特に総務省とは11月の末
から12 月の始めの新聞報道がバーっと出たあたり
に、毎日、ひどい時には1時間おきに、つかまらな

いんですね、相手の担当が。文教関係の担当と喋っ
てるんですけど、話をして新聞報道の裏を取るため
にやるんですけど、「これはガセだ」とか、「これは
まだ決まってないよ」とか。決まってないよという
のは、新聞の方向が正しいよということです。駄目
なときは完全に駄目だ、これは嘘だと言いますか
ら。その辺で、向こうの言い回しのニュアンスの差
でもって、真意のほどをこちら側で解釈していくし
かないんですけど。あまり鵜呑みにはできないけど
も、言葉尻はどうあれ情報としては貴重なんで、そ
ういうものをこの間取れるようになりました。その
分、担当はしんどいんですけども。その間、仕事ど
ころではなかったんです、正直言って。給与の差額
が無くてホントによかったなと逆に思っちゃうんで
す。
　そういうことで、中央省庁ともいろいろな話をし
て、場合によっては、去年は6月と12月に緊急行動
ということで各省庁に要請行動をやるとか、そうい
う動きも出来るようになりましたので、今後状況と
しては大変厳しい状況にはなっていますけども、何
とか乗り切っていきたいなと、乗り切っていきま
しょう、ということをお願いしまして一応とりあえ
ずの話を終わらせます。

「三位一体改革」提言で全国知事会を批判

--------------------------------------

　税・財政の「三位一体改革」について全国知事会（会長・梶

原拓岐阜県知事）が行った提言に東京都の主張が盛り込まれて

いないとして、石原慎太郎都知事は１２日の定例会見で、「政府

に結果として迎合するような、旧体制の陳腐で勝手なもの」と

批判した。矛先を梶原会長に向け、「梶原なる人は大都市の主張

を封じ込め、総務省と結託している」と述べた。

　１１月１８日の知事会の提言では、税源移譲で地方税が拡充

されることに伴い、自治体間の財政力格差が広がることを課題

としているが、都は「格差がどうなるかという議論は、分権を

志向した改革の本旨に反する」と主張しており、石原知事は「大

都市ならではの財政需要を無視している」と非難した。

　梶原会長に対し「地方分権を徹底し、日本の体質を本質的に

変えるため、具体的に何をすべきか、政治家として視点を据え

て発言するよう猛省を促したい」と語った。さらに、知事会は

脱退しないものの「独自の運動に取り組んでいくことも辞さな

い」と述べた。【前田剛夫】

［毎日新聞１２月１２日］ ( 2003-12-12-22:09 )

　３　国庫負担はずし攻撃と全学労連の取り組み　
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司会：　ありがとうございました。
　　　これから質疑・討論を一時間くらい行ってい
きます。今の話について質問があればお願いし
ます。

４　質疑応答・意見交換

４－１　各省庁の利権について

Ｏ：　話の中で、各省庁の利権というか、省益によっ
て事が左右しているような話だったが、本当に
省益で状況が動いているのか。

佐野：　国の役人じゃないので省益の恩恵にあず
かったことが無く、よく判らないのですが、新聞
報道なんかで、官庁の抵抗勢力とか官僚が抵抗
するということが書かれています。それはある
だろうと私は思います。私の分析の中でしょっ
ちゅう「省益」という言葉が出るんですが、それ
は私の手法の一つと思って下さい。そういう言
葉で解釈すると、いろんなことが上手く説明で
きるんです。ただ、表立って省益を前面に出して
それぞれの省庁がやるということは、建て前上
はできないことになっているので、そんなこと
はないと当事者が否定すれば、そうですかと言
うしかないのですが…。でも省益という言葉を
キーワードに分析することで各省の動きが上手
く説明がつくし、適当に悪口も言えるのでそう
いう手法を使っていると理解してください。

４－２　06年｢所要の検討｣｢結論を得る｣の意味

Ｆ：　資料5-2の与党合意を得るのは何時頃、どう
いう流れの中で結論を得るのか、それが決まっ
ているのかどうかというところも含めて教えて
欲しい。時期と中身、年末までずーっと三すくみ
が続くものなのかどうか。

Ｔ：　同じ事だが、全体的には06年まで「所用の検
討」を行うということだが、事務については「検
討を行う中で結論を得る」というニュアンスの
違いがある。これはやっぱり先行的にやるとい

うことなのか。
佐野：　結論を得る時期の問題ですが、一般財源化
の議論が06年度末までに、だから07年度予算に
反映させるということですよね。所要の検討を
得るとか、結論を得るということの中身までは、
妥協の産物ですから、依然として曖昧な表現で
しかないわけです。時期だけをいえば、06年度
末までにということなんでしょうが、事務職員
については「06年度までの検討を行う中で結論
を得る」ということですから、それよりも早いと
も解釈できる。これもまた妥協の産物で曖昧な
ままです。さっき言ったように、決められちゃう
か、ウヤムヤになっちゃうかは判らないんです。
そこに我々がつけ込む余地があるということな
んじゃないかなと思います。だから、中身につい
ては全く分かりません。それは、我々がどうした
いかということでもあります。どうしたいかと
同時に我々が何をやるかによって変わるもので
すし、そう思いたいですね。

Ｆ：　04年度予算に関しては１兆円削減の中で総務
省が事務職員分1300億円あるじゃないかと言っ
てきたのだが、来年度はこういう合意があるか
らそういう出方はしないと思っていていいのか。

佐野：　去年の三大臣合意で、退職手当・児童手当
があった。先ほど言ったように「退職手当・児童
手当の取り扱いについては関係省庁間における
継続検討課題とし、2004 年度予算編成までに結
論を得る」というのがその内容だが、結論の中身
はその時には明らかでなかったけれども、「削
る」という結論だったわけです。これも妥協の産
物だったのですが、どこかを削らなければなら
ないのであれば、具体的に名前が出ている方が
早い、早いというか優先順位の上位になってし
まう、それはルールとして決まっているわけで
はないがやりやすい方からやっていく、やりや
すいからこそ名前が出ているんじゃないかとい
うことです。ただ、今度の場合は、違うのは外野
の省庁(総務省)が担当省庁(文科省)に対して外か
ら言ったということです。退職手当・児童手当に
ついては担当省庁が言い出したことでした。そ
の辺の差があるだろうと思います。もう一つ言

　４　質疑応答・意見交換　
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うなら、財務省がそちらに乗っかる可能性があ
る。85 年から財務省は「切れ」と言い続けてき
たわけで、だからその辺の力関係でどう変わる
かということがあります。まぁ、危ないなと思っ
ておいた方が間違いないんじゃないでしょうか。

４－３　税源移譲予定交付金はどこへ

Ｆ：　税源移譲予定交付金は総務省から県に来るも
のなのか。それから教育委員会予算に回ってく
るのか。

佐野：　給与負担法というのがあって県費負担教職
員制度というのがあるのだから、当然各都道府
県に行くのは間違いないだろうと思います。そ
れで、どんな使われ方をするのかということで
すが、国庫負担金ではなく交付金になったわけ
だから、総務省のスタンスとしてもそんなに強
い縛りはかけないだろうと思います。しかも知
事部局の財政当局がどういう判断をするかとい
えば、先ほど言ったように人口比率で配分する
のだからイコールではない、使った分だけ配分
されるのではないから、場合によっては、大都市
部以外のところだと足らなくなるから、プラス
αして予算化しなければならなくなるし、大都
市部だったら削って配分するところもあるかも
しれない。それは具体的に退職者の人数と退職
手当がいくらで・・・という試算をする中で決ま
るから、各県内でもめ事がおこるだろうな、もめ
事というかそういう擦り合わせがされるだろう
なと思います。やはり、各県でそれがどういう風
になるのか、全学労連事務局としては各地で調
べて欲しいなと、逆にお願いをしたいと思って
います。先日の事務局でもそういう話になって、
各県で調査しようよということになっています。

４－４　市町村合併と国庫問題

Ｎ：　市町村合併が進められているが、それによっ
て学校が整理されていく方向があるような気が
する。整理されれば職場が無くなるということ
になるが、その辺のことについて情報はないか。

佐野：　市町村合併と学校統廃合の話ですが、市町
村合併そのものの話については、全学労連で共
同実施を批判するパンフを、通称で「蹴飛ばせ」
パンフというのですが、作っているので詳しく
はそれを見て下さい。そのパンフの最初の部分
で「構造改革と国庫負担問題」ということで文章
を書きまして、構造改革、地方分権改革と規制改
革と公務員制度改革の三つのくくりの中で批判
の文書を書いてるんです。その中で地方分権、一
般的にいう地方分権と今進んでいるそうでない
地方分権とありまして、今進行しているものに
ついて批判してるんです。具体的にはそちらを
見て下さい。

***「蹴飛ばせパンフ」該当部分は巻末に***
　　　それから、学校統廃合というと、確かに地
域によっては結びついているのもあるのかなと
思いますが、私が聞いた話で東京都なんかは合
併じゃなくて、学区自由化をすることによっ
て、文京区は今年度から中学校の自由化をやっ
ているらしいのですが、それが始まる前の話と
して、要するに中学校を減らしたい、しかし少
し前に千代田区や中央区で「子どもが減ったか
ら学校をなくす」と区の教育委員会がそういう
方針を打ち出すと、そこは伝統的な地域ですか
ら、昔から住んでいる商店主や住民らが怒って
「オラが学校サに何するダ」と、もちろんそれ
を江戸弁で言うわけですけど、相当な反対運動
が起こったそうです。それを学習した文京区は
学区を自由化して、そうすると人気学校とそう
でないところと出るわけで、東京都ですから交
通の便は良いわけでしょ、交通の便が良いとい
うことはどこでも通えちゃうんです。区なんて
エリアは狭いもので、人口は多いにしても、子
どもの「多い」学校と「少ない」学校が目に見
える形で現れると、「小さい学校だからつぶれ
るのも仕方ないな」と思わせるための手法だろ
うと、中学校を減らすための。そういう行政側
の合理化手法としての統廃合でもあるだろうと
思います。単純に考えれば、子どもの数が減っ
て、特に都市部において人口急増の時には増や
さなければならなかったところ、これから整理

　４　質疑応答・意見交換　
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統合していかなければならないという社会的な
動機は十分あるだろうと思います。

　　　市町村合併で言うと進んでいるのはそれ程都
市部ではなくて、まぁ、そんな中枢部じゃないわ
けで、そうなると義務教育というのは国民全体
に遍く行き渡らせなければならないという建て
前と、だからどんな地域でも郵便局と学校だけ
はあったという、郵便局は民営化されてどうな
るか判らない、学校もこの先判らないことは確
かにあるのですけれども、早々無くすことがで
きるのかな、無くさせてはいけないんじゃない
かな、という気が私はしてるんですけど。全学労
連的に学校統廃合に対してどうするのかという
方針というか、考え方は整理されていないとい
うのが実情ですけど、個人的にはそういう感じ
で思っています。

４－５　学校事務とアウトソーシング

Ｆ：　今日、わざわざ兵庫の篠山市から参加してく
ださったＫさんの前の職場は廃校になったんで
すよね。それは篠山市合併とは関係なかったん
ですか。

Ｋ：　廃校は合併する前だったんですけど、そうい
うような一連の動きとは関係ありますよね。今
勤めている篠山市というのは総務省が進める合
併第一号なんです。省令が出る前に前倒しでモ
デルみたいな形でやってるんですが、もう５年
くらい経ったのでしょうか。で、合併して市民会
館とか図書館とかハコモノが終わって、今どう
いうことが起こっているかというと、学校校務
員さんの仕事を、以前から臨時職だったんです
が、プロビスという篠山市の100％出資で公共施
設に職員を派遣するという人材派遣会社が去年
からできて、そこに校務員の雇用元を変えてそ
こから派遣するという形でやろうとしている。
非常に問題があると思っています。

　　　それから学校統合の話でいうと、私の勤めて
いる周辺部とかは児童・生徒数が足らないとい
うことで小学校の統合という話が、前の職場は
中学校でまず中学校が統合（廃校）になり今の小

学校に異動してきたですが、次に小学校の統合
という話があります。で、小学校統合は、昔の村
単位で小学校がある関係で、地域の難しい問題
があるようです。それで今度は特区の話と絡み
ながら、とりあえず幼稚園と保育園の幼保一体
化という話があります。そういう中で小学校の
隣に幼稚園があるのですが、その幼稚園を隣の
幼稚園と統合するとか、それから他の地区では
幼稚園と保育園を一緒にするという計画がある
みたいです。

　　　そういうのを見ていくと、合併というのは市
長によるリストラだと思うのですが、一番住民
に近いところから、そういうような形で人件費
に切り込んでいくというのが実態です。学校の
統廃合で、運営費よりも問題は市長にとっては
人件費なわけで、いかに人件費を削るかという
ことで人材派遣会社とか幼保一体化をするとい
うようなことをやっているわけで、まさにこれ
は過疎の地域での問題だと思う。

佐野：　人材派遣ですか？業務委託じゃなくて。
Ｋ：　市が派遣会社を作るわけです。で、今は嘱託
ということで雇用主が篠山市長ですけども、今
後は雇用主はプロビスの社長になるわけです。
日常的な服務監督は校長になるのでしょうが、
雇用関係は役所から民間になるんです。

佐野：　業務委託と派遣の決定的な違いは、現場で
職務命令を出せるか否かだけれど。

Ｋ：　その辺は具体的には判らないけど、出せない
じゃないかな。完全に雇用主か向こうに行くか
ら。

佐野：　出せないとするとそれは業務委託になると
思うが。実際問題、あれやってこれやって等とい
ろいろあるけどね。

Ｋ：　細かいことまでは判らないが、兵庫県でもそ
ういうことは初めてじゃないかなと思う。

Ｔ：　それは愛知県のどこかの市でもやっているで
しょ、新聞に載っていて市役所の業務をかなり
委託しているというが。年末くらいに載ってい
て全国から視察が殺到しているという。

Ｓ：　私のいる碧南市にも派遣の会社ができてい
る。

　４　質疑応答・意見交換　
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Ｔ：　市役所の仕事を民間委託しているの？
Ｓ：　それ以上のことは私も知らないので。私も社
員になりそうだけど。

４－６　総額裁量制、具体的にどうなるのか

Ｋ：　資料5-1に来年度から具体的にやるというこ
とで総額裁量制の導入と加配措置の弾力化とい
うことが書いてあるのだけれど、このことに
よって現実に来年度からどう変わるのかという
ことが気になる。

　　　これとの関係で定数標準法がどう変わるの
か。今年の初めに(兵庫)県教委に「どうなるの
か」と聞いてみた。「国庫負担の場合、国庫清算
は1年遅れでやることになっている。15年度であ
れば16年度に国庫清算事務をやるということで、
総額裁量制になればそういう事務がなくなるの
かな。標準定数法をさわってもう少し弾力化と
いうか、もう少し使いやすくなるのかな。もっと
も来年度に向けて標準定数法を一気に変えると
いう法案が出される気配もないし、具体的に来
年度から何がどうなるという問題ではないので
はないか」という感じで県教委の担当は言って
いた。

　　　また、具体的には「1月に文科省の所管事項
説明会というのがあってその中で話はあるのだ
ろうけれども、その中で、例えば来年度の加配の
人数が何人とかという具体的な話は出なくて、
考え方が出るくらいのことだ。結局は県として
来年度の定数配置はどうするのかということは、
だいたい2月か3月の頭に出さなければならない
が、昨年ベースでいかなければ仕方ないのでは
ないか」という言い方だった。教員の給与に関し
ても国立大学独立行政法人化で準拠すべき俸給
表がなくなり来年から独自にやらなければなら
なくなるが、「今年のベースで当面やらなければ
仕方ない」ということだった。

　　　そうすると総額裁量制になっても最終的には
1年過ぎた段階あたりでやってみてどうだったか
という程度のもののような気がする。このこと
によってどう変わるのか、どう変えていこうと

するのか、具体的には気になるのだが。
佐野：　総額裁量制については、具体的にどうなる
かは確かに判らないですね。文科省自身が何も
言ってないんです。それから法的にどうのこう
のという話ではなくて、運用でいけるのではな
いかという気がしてるんです。例えば教員の場
合でいうと、加配があったでしょ、TT加配があっ
てTTでなければ加配はやらないぞ、TT以外に加
配分を使っていたら国庫負担金を返せというこ
とをこれまで文科省はやっていたわけです。と
ころが、それをやらなくすればいいわけです。県
の裁量だということを文科省が認めるかどうか
ということだけの問題で済むのではないかと思
います。でも、そうなると加配方式というのは成
り立たなくなるのではないかという気が一方で
しているんですけどね。

Ｋ：　県教委は「目的加配の分については、単価と
目的加配された分の人数をかけるから、目的加
配分については文科省はきちんとやるのではな
いか」というのだけど。

佐野：　でも、そうすると総額にはならないでしょ。
あれだけ打ち上げたのだから、文科省も今まで
とは違うことをやらなければ困るだろう、また
回りの省庁、特に総務省は黙ってはいないだろ
う、だから何らかのものをやらなくてはならな
くなっているだろうと思います。

　　　ただ、法的にそれを変える、変えないという
ことで言えば、先ほど98年の中教審答申で定数
法と国庫負担法の関係が逆転したと言いました
が、それは定数基準が単なる算定基礎に過ぎな
くなったわけですから、定数基準に基づいて機
械的にどんどん金はあげますよ、だから地方で
その金を使って、プラスαをしてもいいから自
由にやってねという風になっているから、総額
裁量制の構造というのもその時点でやりえたは
ずです。その時はそこまでは構想していなかっ
たでしょうけど。文科省だって出した時点では、
まさかそこまで自分のところが自由化するとは
思っていなかったでしょうね。ところが流れの
中でそうせざるを得なくなったんです。論理的
には、財政的な構造で言えば、定数法と国庫負担

　４　質疑応答・意見交換　
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法との関係が逆転した時点でそこまでは可能
だったろうと思うんです。それで「後は自由にし
てね」というのは文科省としては不本意なんで
しょうが、建て前としては認めざるを得ない。後
はどうやってたがをはめるのかという、文科省
というのはたがをはめるのが好きな省庁ですか
ら、どうはめるかということなんですが、それは
ちょっとよく判らないです。

　　　それから、年度遅れでやるという話ですが、
今までのやり方だとそれは必要なわけで、実績
に基づいて負担する、つまり実績が先にあって
負担するのでしたが、今度は実績じゃなくて算
定基礎である定数法に基づいて出すわけだから、
法自体がコロコロ変わるわけではないのですか
ら、出す額は決まってるわけでしょ。決まってい
るものを出すのだから、後付けでなくて前倒し
で出すことは可能になるわけで、そうなってい
くのかな、それとも今までの流れがあるから、2
年分を一度に渡すという話になってしまうから、
その辺をどうするのかな、と思います。理屈では
できるはずなんですが、どうなるのかそこまで
は分かりません。

４－７　規制改革と教育委員会制度

Ｋ：　それから違う話になるのだが、今年の1月の
最初の新聞で共同通信が各知事に出した「教育
員会は必要は不要か」というアンケートの結果
が出ていた。兵庫県知事は「必要ない」という回
答をしていたと地元の神戸新聞に出ていたのだ
が、昨年度の総務省の事務職員外しという話や
その前に知事会で同様な話があって、今回正月
はじめの記事で教育委員会が不要かどうかとい
う話が出て、こういう話はどの辺のサイドから
出てきているのか、要するに総務省のアドバ
ルーンみたいなものだと思うが、こういうこと
も気になる話だ。

佐野：　教育委員会制度については、12月31日の
神奈川新聞が報道しています。「教育委員会抜本
見直し、広域行政単位で設置も」これは文科省の
方針です。やっぱり教育委員会制度が形骸化し
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ているというのは確かにあるみたいで、広域行
政単位、一つの自治体に一つの教育委員会でな
くてもいいよということを言い出してるという
背景は、市町村合併と同じように教育委員会の
リストラがあるだろうと思います。

  もう一つは、教育基本法とか憲法見直しのよう
に、戦後の教育制度をめぐる構造を変えていく
という動きがもっと底の方にあるのじゃないか
なという気が私はしています。そっちの流れ、憲
法も含めた戦後教育の見直しという流れがある
のと、もう一つは、規制緩和という観点で、埼玉
県の志木市というところでは25人学級をやって
います、私の職場がある市の隣なんですが、人口
はせいぜい6万5千人くらいの小さな市です。そ
この穂坂市長というのがいろいろなことを次か
ら次へと打ち出す人ですが、教育委員会制度を
なくすとその人も言っています。考えように
よっては、それは教育基本法で禁じている教育
に対する政治の介入ですよね。だと思うのだけ
れど、教育基本法の改悪の流れと合流してしま
うというか、フライングしてしまっているとい
うのもあるのかもしれないけど、規制改革特区
の中で教育委員会を民営化してしまうとか言い
出しているわけです。

　　　更にその市長のすごいのは市長も無くすと言
い出してるんです。市長を無くして、行政何とか
サポーターという市民から選ばれた人間を使っ
て市の行政運営をやればいいんじゃないか、市
長が市長を無くすという、評価は難しいのです
が、すごいことを言い出す人だとは思っている
んですけど。穂坂市長が出しているのは規制改
革の関連で市の行政のあり方を見直していくと
いうことの方がどちらかというと強いようです。
あまり教育基本法改悪というのとはちょっと違
う流れで言っているのかなと思います。ただ、教
育基本法や憲法改悪の流れと「規制緩和」という
新自由主義政策の流れとが一つの流れとして合
流していって、とっても危ない方向へ行く危険
性はあるなと思いますけど。

　　　余談ですが、その志木市というのは、我が朝
霞市と合併の話が出ています。他に新座市とい

うのともう一つ和光市と４市あったんです。４
市合併協ができていて、去年の２月か３月に住
民投票をやって１市でも降りたらチャラにする
という話があって、和光市という東京に一番近
くて財政力が割とあったところが反対だったん
です。で、一旦チャラになった筈なんですが、残
りの３市が新たな合併協を作ってしまったんで
す。変な話でしょ。４市合併が前提だったのにそ
れがチャラになると今度は３市でやると、しか
も合併特例法に間に合うようにやろうよという
そんな妙なことを無理やり始めて。このことだ
けでも合併というのは胡散臭い。ひょっとした
ら25人学級やら市長廃止やら散々掻き回してく
れる志木市と合併しちゃうかもしれない。そう
なったらどうしようか、嫌だなと思いつつ、結論
はまだ1年くらい先の話なんですけど、そういう
風に思っています。

４－８　総額裁量制と雇用

Ｋ：　総額裁量制というと、県段階で正規から再雇
用や臨時に職員をシフトしていくのかなと思う
のですけど、今だと加配が臨時職員だが加配で
ない部分にも再雇用や臨時が増えていく、総額
裁量制によって正規を臨時にしていくことを県
が自由にできるようになると見ておいた方がい
いのだろうか。

佐野：　少人数学級を認めていくというのがそもそ
もそういう方向だし、事務職員についても茨城
県の共同実施が再任用職員の受け皿として計画
されているわけで、将来、事務職員の正規採用
はほんの一握り、ないしは全部県の教育委員会
に吸い上げなんてことになりかねないようなや
り方をしています。教員に限らず、むしろ事務職
員の方が今の流れを放っておいたら臨時化は早
いのではないかという気がします。

　　　総額裁量制が入ったからというのではなく、
その前から、全学労連は、定数加配方式の時点か
ら加配というのは不安定雇用を生み出すだけだ
と、不安定雇用というのは要するに非常勤、臨時
的任用、もっと言えばアウトソーシングも含め
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て、そういう雇用形態を増やすだけだと言って
います。加配方式というのはいつ剥奪されるか
わからない方式です。県も怖くて正式採用でき
ないでしょ。一方で公務員の数を減らすぞとい
う動きが別の方で出てきて、それとベクトルが
一致するわけです、今の定数計画のあり方とい
うのは。

Ｋ：　「正規職員を」というこちら側からその歯止
めにさせるようなものはないのだろうか。総額
裁量制になることによってどんどんそちらの方
へ流れていくように思う。

佐野：　それはここにいる皆が知恵を絞って出して
いかなければならないことでしょうね。

４－９　総額裁量制の行方

Ｔ：　非常に初歩的な質問になってしまうが、総額
裁量制というのは来年度予算でそうするよとい
うことになって、一方で税源移譲予定交付金と
いう話があって、更にその先に一般財源化とい
う話がありますよね。三つ言葉があるのだけれ
ど、その辺のずれというか、総額裁量制はそのま
ま行きはしないですよね、場合によっては1年･
2 年でなくなる、総額裁量制は文科省が財布を
持っているのだけれど、その財布が向こうに
行ってしまうかもしれないわけですよね。どこ
もかしこもその場しのぎの都合のいい言い方を
していると佐野さんは言うのだろうと思うのだ
けれど、どうなんでしょう？総額裁量制は何時
までも生きながらえる制度だとは思えないのだ
が。

佐野：　前提として言うと、総額裁量制はもう既に
前の中教審答申の考え方の中に含まれていたと、
そう言ってはいないけど理論的には出てきて不
思議ではないものです。それからそれが公務員
制度改革というベクトルと一致していることか
らますますそれが加速する、地方分権も含めて、
というか一致しているものとして流れができて
しまっている。できた結果生まれてきた用語だ
ろうと、まず一つ思うわけです。

　　　税源移譲予定交付金というのは、今回の総務

省に気を使って新たに生み出された用語で、
ちょっと流れとしては違う用語だろうと思うの
です。退職手当・児童手当に関してだけの話で
す。だから、税源移譲するぞという、三位一体改
革がちゃんと進んでいるんだぞというポーズの
ための用語で、ちょっと次元が違うだろうと思
います。

　　　それから、全部の一般財源化というのは、補
助金削減、小さな政府を作るという新自由主義
政策の中の補助金削減であり、その目標に向け
ての一番大きな義務教育費国庫負担金の一般財
源化という議論なわけです。だから、これも
ちょっと見方が違うわけで、三つは並列的に並
んでいる用語じゃないと思います。

Ｔ：　一般財源化の中で総額裁量制というのは取り
得るのか。

佐野：　それはないでしょう。一般財源化させたく
ないから総額裁量制を言い出したのだから。だ
から、前の中教審答申で出たときには、さすがに
文科省もそこまで想定していなかった。一般財
源化なんてことはないと、ありえないと、ありえ
ないけれども国と地方との関係を見直していく
中でこれくらいはやっていこうよということを
言い出して、国庫負担法と定数法の関係を逆転
させちゃった。逆転させちゃった論理的結果が、
総額裁量制にまで行き着いてしまわざるを得な
かった。でもまだそこまでは文科省にとって許
容範囲、喜んでいるわけじゃないだろうけれど
止むを得ず来ちゃった。この先どうなるかとい
うのは、本気でバトルをやるしかないでしょう。
バトルをやる中で事務職が生贄になるのかどう
か、ないしは全面敗北して全面的に義務教育費
国庫負担金そのものがなくなり、財源配分官庁
からイデオロギー官庁に変わるのか。今のとこ
ろ、その機能は日の丸･君が代で随分果たしてい
るのですが、財源配分をすることがその一つの
根拠になっているわけで、それがどうなるので
しょうね。だから、省庁間でのバトルが我々のバ
トルとはまた別に、上の方でゴチャゴチャと
やっているという構図が見えるわけで、やはり
省益という手法で分析するのは正しいんです。
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と、自画自賛して･･･。

４－10　一般財源化、その受け皿は？

Ｍ：　愛知県も名古屋市を抱えていて、政令市移管
の問題はどうなっているのか。文科省は地方が
OKを出せばそのまま認めていくのだろうか。

佐野：　それ、どこかへ飛んじゃいましたね。話が。
Ｍ：　この間の省庁間のやりとりの中ではほとんど
話は出てこなかったんだけど。それからもう一
つは、万が一、一般財源化されたときには、全学
労連は昔から言っていたと思うのですが、設置
者負担という原則に戻る、市町村へ行く可能性
があると言っていたが、ずばり、都道府県か、市
町村かどちらへいくと予想しているのか？

佐野：　まず、前の方からいうと、資料5-3の一番
下｢学級編成基準の設定権限等の県から市への権
限委譲｣で、「県と政令市間の県費負担教職員制
度の見直し、学級編制の基準の設定権限の移譲
については、関係道府県及び政令市等関係方面
の理解を得つつ、平成15 年度内に意見を集約
し、その結果を踏まえ、実現を図る」としていま
す。だから、今年の3月までに意見を集約すると
いうことなんですよね、目標は。だから、この間、
文科省とかその他のところもどこを切るかで、
それどころではなかったのでどこかへ行ったけ
ど、中教審の中では議論されています。中教審の
初等中等教育分科会の教育行財政部会というと
ころの議事録をチラホラ見ているとそういうこ
とがやられているようです。なかなか細かく分
析まではしきれていませんが。「その結果を踏ま
え｣だから、理解を得なければならない、意見を
集約しなければならないという第1ハードルはま
だ越えられていないと思います。越えたのか、超
えていないのかくらいのところだから、今のと
ころは判らない。

Ｍ：　参考までにいうと、13政令市で市長会が組織
されて、名古屋の市長が会長になっているだけ
れど、その方針を見ると「国庫負担制度の政令市
移管についてもこれから議論を深める」となっ
ているので、政令市の間でもこれからなのかな

という感じはしているのだが。
佐野：　最初我々が予想したよりも遅れているとい
うか、時間稼ぎをしているのかなという気もし
ています。何故かというと、義務教育費国庫負担
金全体を一般財源化すればこんな議論はないわ
けです。わざと遅らせているんじゃないかなと
思うのは、資料5-2で「義務教育費に係る経費負
担の在り方については、現在進められている教
育改革の中で中央教育審議会において義務教育
制度の在り方の一環として検討を行い、これも
踏まえつつ」云々と…。ということは中教審で今
そういう議論をやっている、それがだらだらと
延びているうちは「踏まえ」ようがないわけで
す。見切り発車をするしかなくなるわけです。と
いうことは、文科省はわざと遅らせているん
じゃないのかな、という邪推がここで出てくる
のです。だから、時間稼ぎをすることになってき
ちゃっているということです。

　　　制度的には、確かに任命権者と給与負担者が
一致するということは、すっきりすることで
あって、経済財政諮問会議とか地方分権改革推
進会議での議論で、政令市への移管は「だからい
いんだ、やるべきだ」という議論になっていたん
です。去年の5月くらいに地方分権改革推進会議
が意見書を出しましたが、そこではそういう話
になっていました。なっていたけど、その後それ
どころではなくなったので、文科省も中教審に
諮問をして以来、ゆっくりやっているんじゃな
いかと思います。

Ｍ：　逆にいうと、中教審は義務教育費国庫負担金
の一般財源化をするような答申はしないでしょ。

佐野：　しないでしょ。だから総務省はそれを全然
信用していません。メンバーを見ればやるわけ
はないって。

Ｍ：　でも、これを「踏まえつつ」となってはいる
のだけれど、踏まえないで一般財源化というこ
とはあるのだろうか。

佐野：　だから見切り発車で。文科省が全面敗北し
たらそうでしょう。どういう条件で全面敗北す
るかというと、総務･財務連合がきちんと成り
立って、文科省を攻め立ててということだが、自
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民の文教族や、与党合意がここまでできていて
それを無下にはできないし、その辺の政治的な
力学がどう働くかというのは判らないですね。
総務省は一般財源化だし、それから総務省だけ
でなくて新自由主義政策を進めたい、進めよう
と本気で思っている人たちは全部一般財源化だ
し、それがやっぱり｢構造改革｣対｢抵抗勢力｣の構
図になるのかなと思います。

　　　それから、一般財源化された後、市町村へい
くのか都道府県なのかということですが、昔は
全学労連は義務教育費国庫負担制度の理論的な、
法的な関係性から言えば、国庫負担制度があっ
て、給与負担制度があって、その上に標準定数法
が乗っかっているというそういう構造を考えて
いましたから、一番下にある国庫がこければ全
てがこけるということで市町村にいくと考えて
いました。何度も言うように、それが逆転し
ちゃったわけですから、一番上に乗っていたも
のが算出基礎として一番下にきたわけです。そ
うなると、上に行っちゃった国庫負担制度がな
くなるとどうなるでしょう？真ん中の給与負担
はなくなるのかどうかという、ちょっとそうい
うことは考えていないんです。しかも事務・栄養
だけでなく、全体の一般財源化という話は想定
外で、あまりそういうことを考える状況ではな
くなったと言った方がいいのかな。いずれにし
ても、国庫負担制度が残ろうと残るまいとえら
い事態になっているということです。

　　　退職手当だけの話でなくて、公務員制度改革
もあり国家公務員も地方公務員もバンバン定数
削減されています。総務省なんかは一般財源化
ということを一方で言いつつ地方公務員削減を
叫んでいるんです。それから給料の抑制措置が
全国でどれくらい行われているかという調査を
して、更にそれを推進しようとしています。そう
いう一公務員としても良くない状況中で一般財
源化という話になっているわけで、ましてや名
指しでメニューに上がっている学校事務職員と
しては、国庫負担に残っても残らなくても、どち
らにしても良くないなという状態になっている
と思います。

　　　国庫問題の始まりのころは、切られたらどう
しようかというのが一番の課題だったのですが、
切られなくても酷い状況になるという今の局面
からすると、大した問題ではないというわけで
はないけど、昔に比べると随分ウェイトとして
は下がっているんじゃないかなと思います。闘
い方としては、市町村費になると不利ですよ。労
働組合として組織上難しくなることから、政令
市に移管されても困りますよ、と訴えていくし
かないんです。

　　　今、埼玉で県の職員団体登録をしようという
話を始めてるんです。連合体として。教員の組合
とか、僕らのように朝霞学校ユニオンという
ローカルユニオンを立ち上げてやっているとこ
ろとか、埼玉学労協という協議会組織なんかを
集めて連合体として組合登録をやろうじゃない
かということで、人事委員会へ何回か行って話
を聞いているんですけど、人事委員会は任命権
者が一致するということを相当強調しているん
です。組織内に政令市のさいたま市の人間もい
るんだけどということを言うと、県費負担制度
が残っている間は良いけど、そうでなければ別
組合だから県としては認めない。以前はそんな
ことを細かく言っていなかったと思うのだけど、
厳しくそういうことを言い出しているのです。
まぁ、組合的には難しい局面になってくるのか
もしれないです。

４－11　今後の展望、希望を持とう。

Ｋ：　三位一体の改革だが、4兆円の補助金削減に
ついて小泉政権が倒れたら変わるのだろうか。
例えば民主党が政権をとったらますます加速さ
れるのか

佐野：　判らないですね。
Ｍ：　でも民主党はマニュフェストで全ての補助金
を廃止して税源移譲すると言ってますので。

佐野：　そういう意味では民主党の方が厳しい。橋
本内閣とかもっと前から、新自由主義への構造
転換というのは中曽根のころからもあったわけ
です。少しずつやられてきたのは間違いないわ
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けで、小泉はもともと郵政民営化論者で、一言
ボーンとぶち上げて後は任せたという最初の破
壊力だけは持っている人間なんで、それが出て
きたもので、余計にバンバン出てきちゃったと
いうのは確かにあるだろうけども、底流として
はその流れは昔からあった。国庫負担の構図が
変わったと言っておきながらこういうことを言
うのも何なんだけれど、国庫負担問題が最初に
起こったときも、要は歳出削減、国の補助金を減
らすという流れの中で一番削りやすいところと
いう発想で大蔵省が出してきたわけで、そうい
うことは既に中曽根の時代からあったことは
あったわけです。だから民主党に変わろうと何
であろうと程度の差はあれ、進められることに
は間違いないだろうと思います。

　　　ただ、あまり悲観的なことばかりを言ってい
ては元気がなくなってしまうんで、別なことを
言いますが、いろんな動きが確かにあるし、「抵
抗勢力」と悪口を言われながらも、我々も含めて
結構いろんなところが抵抗している。向こう側
だっていろんな軋轢があるんだぞということが
この間見えてきたわけで、それに上手い具合に
食らい付いていく。国庫の初期のころは地方か
ら中央を包囲するということで、大蔵省を孤立
させることができちゃった。今度は省庁間の争
いの中で、ここを押すとかあそこを押すとかと
いうのもあるし、押し切れるかどうかという力
量的な問題はあるけれど、それを巻き込んで
もっと運動展開していくというのは可能だし、
現にやって来れたと思っているわけです。単に
偶然に、我々がしたことが無駄なことで、たまた
まそういうふうに決まってきたというだけでは
なかったろうと思います。

　　　それからもっと大きな話をすれば、新自由主
義のグローバリズムに対して全世界でいろんな
ところで反乱が起こっているわけだから、何万
人ものデモがサミットなんかで押しかけちゃう
という運動は全世界で起こっているわけで、そ
れに全面的に依拠するわけではないんだけど、
そんなに長いことグローバリズムの動きが続く
わけではない。我々は、新自由主義の政策は単な

る選択しうる政策のひとつに過ぎない、既定の
絶対に変えられない動きではないんだという視
点を持った上で、その中で自分たちの労働条件
を守る運動をやっていくべきじゃないかと思い
ます。そうでなければ、本当にチマチマした課題
だけに振り回されてどんどん暗くなるばかりな
ので、いいところを無理やりでも見ていく。

　　　それに今日もベラベラ喋っているんですが、
コロコロ変わる情勢に関する情報をこちらから、
全学労連事務局側から発信するばかりでなく、
いろんな地方でも集めてもらってやっていくと
いうのは重要です。これから、特に局面が煮詰ま
れば煮詰まるほど地方からの情報は大切になる
ので、それはみなさんが各地で発掘したのを、中
央でやったのと相互交換する中で大きな運動の
流れを作っていくというのは必要になると思い
ます。そうすれば厳しい状況の中でも何とかな
るし、何とかならなくてもそういうものを発掘
し運動を作ってきた実績というのは当局側が見
ているでしょ。それは決して結果が負ける負け
ないではなくて、その後の展開に決して無駄に
はならないんじゃないかなという気がしますん
で、希望は持ちましょうということで、・・・な
んかまとめてしまいましたが。

　４　質疑応答・意見交換　
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司会：　最後に委員長から一言。

５　集会のまとめ

　まとめというか、お礼を言いたい。これだけみっ
ちり勉強をしたのは久しぶり、何年ぶりかな、例年
の大会を別にして一つのテーマで勉強するのは本当
に久しぶり、給与カット裁判の出始めの頃以来のこ
とで、何か久しぶりに勉強した気になりました。そ
の上、佐野さんには遠くからきていただきまして、
佐野さんを中心にして今日は半日過ごして、非常に
お疲れだと思うので、後から慰労の場を設けるので
すが、とりあえずみなさんお礼を言いましょう。あ
りがとうございました。
　愛学労としても小さい組合ながらやれるだけのこ
とはやっていこうということでやってきましたが、
この間若干マンネリ化といういい方がここ数年あり
ましたが、昨年にもう一辺目が覚めたという感じで
組合員の意欲というか、気持ちも締まってきたのか
なと感じています。国庫問題というと愛学労結成の
契機でもありましたので、その点では県内では先鞭
をつけてきたという意識がありますので、愛知の中
での状況を我々なりに切り開いていくという気持ち
を今日も私自身固めたところです。
　これから何をするかは今月末に定期大会もありま
すので、その場で議論して、今日のところはこの場
で国庫問題の集中審議をしましたので、大会の時に
はそれほど時間をとる必要はないわけですから、こ
れからどうするかという議論を大会の場でやってい
きたいと思います。
　来年も同じように集会をセットするのか、旗開き
もかねてこの時期に国庫集会をやるのもなかなかい
いねと思っていますが、来年は「ついに外された！
国庫負担制度」ということで、じゃぁどうしようか
という形で集会を持つことになるかもしれません
が、それでも我々は、何をやろうかという感じで、
がっくりこない、多分がっくりこないですね。これ
だけ20 年間言われ続けたんで、あぁやっときたか
と、ニュアンスはいろいろですが、よしこれから何
をしようかという気持ちに切り替えて定年まで頑張

ろうかなという個人的な思いがあるわけですね。来
年もこういう場はおそらく考えられます。それに向
けて一年間、それこそ愛学労結成の時にスローガン
的に言ってました「悔いを残さない闘いをしよう」、
あれをやっておけば良かった、これをすべきだった
と言わない闘いをやっていこうというのがスローガ
ンでしたので、「最後の一年」を悔いを残さず闘い
抜こうというまとめ方にさせていただきます。今日
はありがとうございました。

　５　集会まとめ　
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Ｑ：最近やたらに「改革」という言葉を耳にします
が、要するに何が目的で、どうなっているので
しょうか？

Ａ：冷戦終結後特に、顕著にアメリカ合州国１人勝
ちのグローバリズムが展開され、それに従わな
いものの排除が公言されるようになっています。
最近の北朝鮮やイラン・イラクなどに対する一
方的な「ならず者国家」呼ばわりは、自らの秩
序に従わないという理由一点のみから暴力的に
排除を主張するものです。それぞれの国の持つ
問題点とは別に、まさにアメリカ合州国こそが
独善的な“ナラズモノ”国家であることを示し
ています。その親分ブッシュに追随する子分コ
イズミは、有事法制の整備などで日本をアメリ
カの戦争体制にさらに協力できる国にしようと
しています。

　　そのことの経済的表現として、小泉総理はグ
ローバリズムに対応するための「構造改革」を
精力的に進めようとしています。背景には経済
の低迷や政治の閉塞状況があるのは確かで、そ
の改革に対する期待感が小泉人気を押し上げて
いたのでしょうが、1 年前に比べて支持率はだ
いぶ落ちてきました。なぜかというと、「構造改
革」の手法が、乱立する“会議”の答申・報告
で論議を既成事実化し、反対意見を封じ込める
というやり方で、1980年代前半に中曽根総理が
臨時行政調査会や臨時教育審議会などを立ち上
げ、法的に何ら権限を持たない会議の議論を既
定方針化させていったやり方に良く似ていて、

決して目新しくも何とも無く、先送りばかりで
成果が何もあがっていないからです。さらに
「痛みを伴う改革」の“痛み”は社会的弱者にの
み向けられるものだということがかなりはっき
りしてきたと思います。

Ｑ：我々にとって「構造改革」はどういうところで
関わってくるのでしょうか？

Ａ：構造改革については経済学的な定義や分析の
仕方があるとは思いますが、我々の問題として
考えるためには、①規制改革、②地方分権改革、
③行財政改革の 3 つの方向から見る必要がある
と思います。

Ｑ：規制改革というのは、国家の規制を緩和すると
いうことで良いことではないのですか？

Ａ：これは現在｢総合規制改革会議｣というところ
で議論がされています。この会議は１年程前ま
では｢規制改革委員会｣と、そのもっと前は｢規制
緩和推進委員会｣という名前でした。要するに規
制改革と方向性をぼかしていますが、元々規制
緩和を進めるためのものです。

　　ひと口に「規制」と言っても、そこには二つの
意味があります。ひとつは国家秩序を維持する
ための権力の発動、強制力としての規制です。
これは概ね余計なお世話であるものが多いので
すが、その最大最悪のものが国家間の強制力の
ぶつかり合いである戦争というものだと思いま
す。こういう規制が緩和されるということは歓
迎すべきことなのですが、それとは別のもうひ
とつの意味があります。すなわち社会的な公正
さを保つために、弱者を保護し強者の力に対し
て行われる規制です。当然こちらの規制が緩和
されると、強い者が得をして弱い者が損をしま
す。

　　実際の改革がどうなっているかを見ると、結
局、グローバリズムの経済理論である新自由主
義が提唱する自由競争・市場原理を前面に押し
立て、強者である資本の自由な活動を促進する
ために、弱者の保護という規制が緩和されてい
るに過ぎないのではないでしょうか。労動三法

【巻末資料】
蹴飛ばせ!!共同実施(抜粋)

2002 年 11 月 30 日

全学労連　学校行革対策部

ガクロー君が、カイカク君に答える

我々にとって、｢構造改革｣とは？

 Ｑ＆Ａ
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や人材派遣法・職業安定法等の労働法制の見直
し、これは資本に対する弱者である労働者の労
働に関する権利を保護する規制を無くしたり、
雇用を不安定化させたりする効果をもたらして
います。そもそも競争で社会的な調和が形成で
きるという前提が新自由主義の幻想で、それが
野放しにされている結果が昨今の状況と考えた
ほうがよいでしょう。

　　教育や学校も例外ではなく、規制緩和の対象
にされています。最近いわれる学校選択制や学
区自由化・国立大学の法人化などもこの流れか
ら出ているわけです。そもそも義務教育という
ものも、国民全体に一定の教育水準を保障しよ
うという一種の弱者保護政策なわけで、そこへ
の規制緩和・市場原理の導入というのは危険な
ものと考えねばなりません。

Ｑ：公務員のやっている部門に市場原理を取り入
れて競争させれば、互いに切磋琢磨してうまく
いくのではないのですか？

Ａ：規制緩和の流れの中で「民間でできることは、
できるだけ民間に委ねる。」と言われています
が、素朴な疑問として、ここ数年の話題として
よく出てくる景気の低迷・不良債権・金融破綻・
雪印食品・リストラ・失業等々、少し前にもみ
ずほ銀行の騒動もありましたが、こういうこと
を見ると民間がそんなにうまくいっているの？
と疑問に思います。そのまねをしてどうしよう
というのでしょうか。前項で述べたように、競
争させれば良いというものでは無いのです。そ
の上他方では銀行への公的資金の投入を云々し、
まるで銀行を国営化しそうな変な動きもありま
す。論理の一貫性がまるでなく、ご都合主義の
改革と言うべきです。この傾向は地方分権改革
でも同様です。

　　それでも懲りもせず、今年(2002年)7月 23日
に総合規制改革会議の中間まとめが出され、そ
の中では学校への株式会社の参入が検討されて
います。学校というのは営利を目的とするもの
ではないので、学校教育法で設置者がきちんと
限定されています。たとえ私立学校であっても

学校法人として、その他の営利団体とは区別さ
れているわけです。そこに営利を目的とした株
式会社が参入出来るように規制緩和しようとい
うのですから、もう何でも有りですね。この議
論はまだ続けられているようですが、こんな議
論が起こる「改革」自体が異様と言わなければ
なりません。

Ｑ：次に地方分権改革ですが、権力がより身近な自
治体のものになり、地方の事を地方が自主的に
決められるというなら良いことだと思えるので
すが？

Ａ：一般論で言えばその通りです。一時は、かなり
進歩的な考えを持った人でも国の地方分権の推
進に期待をしていた向きがありました。しかし
実際の改革がどのようなものかが見えてくるに
つれて、幻想としての地方分権も明らかになっ
てきました。｢地方分権改革推進会議｣というとこ
ろで議論が進められていますが、結局のところ
それは、住民自治・地方自治の促進にならない、
中央集権的統治方式をより強化する変更ではな
いかということです。

　　平たく言えば、新自由主義の言う「小さな政
府」を作るため、国はなるべく手抜きをして歳
出削減をしたい。そこで地方へ仕事の押し付け
や歳出のツケまわしをする。押し付けられた地
方では、市民ではなく行政当局が“自発的に”歳
出削減の為の人員削減合理化やその結果として
の行政サービスの質低下をせざるを得なくなっ
ていくということです。

　　この流れが私たちにも関係してくるわけです
が、歳出削減の一環で義務教育費国庫負担金を
見直し、教職員の人件費を全額地方負担にして、
地方に対する定数標準法などの学校職員の必置
規制を緩和することにより、地方の行政当局が
“自由に”学校などの職員の数を決められるよう
にする。要するに国の仕事の押し付けや歳出の
ツケまわしを、地方への「権限委譲」とか「地
方分権」とか呼んでいるわけです。

　　そしてその裏では、自衛隊海外派兵・国旗・国
歌法・靖国公式参拝・通信傍受法・住基ネット・
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個人情報保護法・有事立法・憲法改定・教育基
本法の改定などなど次々と重大な問題が実施さ
れたり検討されたりしています。思想や国民管
理でソフトとハードの両面から中央集権的な国
家の統治機構の再構築が進んでいるわけで、そ
れとセットになるような「地方分権」はいらな
いと言わなければならないでしょう。

Ｑ：でも地方では、自治体の合併が進められている
ようですが、これは地方分権改革の成果ではな
いのですか？

Ａ：これはハッキリ言ってまやかしです。地方分権
だと言うなら、合併も地方が判断すればいいは
ずですが、一方で「地方分権」と言いながら、他
方で自治体の“自主的な合併”を強要するとい
う矛盾をおかしています。最近は特に露骨に
なってきました。本音が出てきたと言うことで
しょうか。

　　国は「平成の大合併」と呼んで、3千何百かあ
る自治体の数を三分の一とか千くらいに減らす
と言っています。最初から数値目標を決めてい
るわけです。しかも合併特例法で、2004年度ま
でに合併すれば財政上の優遇措置があり、その
一方で小規模市町村の交付税は削減をする。こ
れを餌にしてさらに合併に向け追い立てている
わけですけど、その優遇措置は10 年間だけで、
その期限が切れるとそれも無くなるので、期限
内に合理化をするノルマを課せられることにな
ります。市町村合併の後は都道府県にも手をつ
けるような話もあります。道州制の議論も出て
いる。合併の進行が思ったより少ないので「地
方制度調査会」というところは、合併しないと
ころには財政的なペナルティを課すとか、小規
模町村は権限を縮小し窓口業務に限定するなど
と言い出して、地方からの猛反発を受けていま
す。国が強権的な手法で「地方分権」の名の下
でやっているわけです。

　　合併を推進しようとする人たちは、地方の財
政基盤確立とか住民サービスの向上とかもっと
もらしく言いますが、財政規模が大きくなる事
と基盤が確立する事とは別問題ですし、規模が

大きくなればそれだけ行政は住民から遠くなる
のが普通ではないでしょうか。要は、自治体の
財政規模が大きければ、相対的に前項で述べた
ような国の歳出削減の為のツケまわしをし易く
なる上、数が減ればそれだけ国が管理し易いか
ら推進されているというのが本当のところなの
でしょう。

Ｑ：今の地方分権の進め方に問題があるというの
はわかりましたが、では地方分権はまったくダ
メなのでしょうか？

Ａ：そんなことはありません。今の「構造改革」の
名の下で行われているものがダメなだけです。
福島県矢祭町は、昨年合併しない宣言を採択し
て大きな反響を起こしましたが、今年は総務省
の進める住民基本台帳ネットワークへの不参加
表明を行いました。地方の小さな町でのまさに
英断というべきでしょう。国の圧力と住民の意
向のどちら側に地方自治体がつくのか、地方分
権とは何なのかという問題や、単に国に追いま
くられる存在ではない地方の可能性をはっきり
示してくれた快挙だと思います。

　　他にも色々な制約の中でも頑張っている地方
独自の取り組みが、昔に比べずいぶん話題にな
るようになってきました。すべてを良しとする
ことは出来ないでしょうが、国に対する地方の
自立への流れは確かに存在します。こうしたも
のも、制度いじりばかり議論している国の地方
分権改革論議の副産物、というよりもこちらの
方が地方分権の本筋なのだろうと思います。

Ｑ：行財政改革ですけれども、これは行政改革推進
事務局や経済財政諮問会議で公務員制度改革や
税制改革・公共事業見直し・民営化など、今ま
での話とも関連するかなり広い範囲の議論がさ
れていますよね。この中で特に我々に関係の深
いのが公務員制度改革だと思うのですが、今ど
ういう状況になっているのですか？

Ａ：公務員制度改革は、2006 年度の国・地方同時
期の公務員法改定を目指して進められています。
2001年 12月 25日に「公務員制度改革大綱」が
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出されました。ひところ一部期待と不安を持っ
て注目されたスト権などの労働基本権の制約は、
結局解除しないことになりました。「規制緩和」
と言いながら、こういう規制は全然緩和する気
が無いようですね。それに対して別なところで
の規制はずいぶん緩和しています。

　　まず、一般職には能力等級別給与制度と業績
評価制度を導入する。上級幹部職にはこれを適
用しない。ということは、下っ端は成績主義・競
争主義で追い立てられても「エライ」人はそう
ならないわけで、批判されていた官僚主義は緩
和どころか強化され、公務員の身分保障が下っ
端だけ緩和されるということになります。また、
民間企業の従業員としての地位の併有が提言さ
れています。「民間からの人材確保」などと言っ
ていますが、何のことは無い官民の癒着構造の
強化ということで、全体の奉仕者であるべき公
務員制度に対する大きな規制緩和です。

Ｑ：地方公務員も同じような動きなのですか？
Ａ：地方公務員に関しては、1999年4月27日に「地
方自治・新時代の地方公務員制度」というのが
出されています。以前は国家公務員を総務庁が、
地方公務員を自治省がそれぞれ管轄していまし
た。その後の省庁再編で総務省が一手に管轄す
るようになりました。それだけでも大変な権限
ですよね。

　　どんなことを言っているかというと、「柔軟で
弾力的な多様な勤務形態」と称して、任期付任
用制度の積極的導入を言います。要するに臨時
や非常勤・短時間勤務などの不安定雇用職員を
一般化するということですね。また、「能力実績
を重視した人事管理の新たなあり方」と言って、
成績主義・競争主義を強化しようとしています。
さらには、ライン職・スタッフ職・専門職を分
離させ、官僚主義の強化を目指しています。こ
れを「複線型人事管理」と呼んでいます。

　　どちらも言い回しだけはもっともらしく聞こ
えますが、公務員労働者の抵抗力を無くしたま
ま、競走や管理を強化し、公務員の中の階層構
造を強め、民営化を進め、官僚主義を強化させ

ようというやらずぶったくりの“改悪”に他な
りません。

　　公務員法改悪は2006 年度とされていますが、
最近は給料カットやマイナス人勧等の動きや、
全国各地で電子自治体化構想が顕著に進められ
ています。制度改悪とはそうしたことの積み重
ねが一気に現れるわけで、実質的には既に始
まっていると言えると思います。

Ｑ：学校職員も同じ流れに巻き込まれるのでしょ
うか？

Ａ： 2004年に国立大学が独立行政法人化されるの
に伴い、国の教育職給料表が無くなります。そ
のためこれまで全国一律に国に準拠してきた地
方の教育職給料表の根拠が無くなり、地方が独
自に給料表を作ることになります。これは当局
側にすれば給与体系見直しの絶好の機会であり、
大幅な制度改定が進められる可能性が高く、そ
れと同時に教員以外の学校職員にも波及するこ
とも有り得ます。ですから、学校職員は公務員
制度改悪の波を前倒し的に被る事になるかもし
れませんね。

Ｑ：構造改革を3つの側面から見てきましたが、要
するにそれは弱者の“痛み”を前提に、強者で
ある大資本の自由な利潤追求のため、小さな政
府を実現し中央集権的国家統治機構を再構築す
るという、新自由主義のひとつの政策に過ぎず、
決して必然的なものではないということです
ね？

Ａ：その通りです。

　巻末資料　
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